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 令和７年余市町議会第３回定例会会議録（第１号） 

 

開 会  午前１０時００分 

延 会  午後 ２時３２分 

 

                                                 

 

 〇招 集 年 月 日              

  令和７年９月１１日（木曜日）       

 

 〇招 集 の 場 所              

  余市町議事堂               

 

 〇開     会              

  令和７年９月１１日（木曜日）午前１０時 

 

 〇出 席 議 員  （１５名）       

  余市町議会議長 １２番 藤 野 博 三 

  余市町議会副議長  ３番 岸 本 好 且 

  余市町議会議員  １番 山 本 正 行 

      〃      ２番 尾 森 加奈恵 

      〃      ４番 佐 藤 剛 司 

      〃      ５番 内 海 冨美子 

      〃      ６番 庄   巖 龍 

      〃      ７番 中 井 寿 夫 

      〃      ８番 川内谷 幸 恵 

      〃      ９番 土 屋 美奈子 

      〃     １１番 茅 根 英 昭 

      〃     １３番 ジャストミートあたる 

      〃     １４番 大 物   翔 

      〃     １５番 白 川 栄美子 

      〃     １６番 寺 田   進 

 

 〇欠 席 議 員  （０名）        

 

 〇出 席 者              

  余 市 町 長  齊 藤 啓 輔 

    副    町    長  渡 邊 郁 尚 

  総  務  部  長  髙 橋 伸 明 

  総 務 課 長  越 智 英 章 

  財 政 課 長  髙 田 幸 樹 

  税  務  課  長  成 田 文 明 

  民 生 部 長  阿 部 弘 亨 

  福 祉 課 長  大 森 直 也 

  子育て・健康推進課長  新 木 徹 也 

  保 険 課 長  枝 村   潤 

  環 境 対 策 課 長  佐々木 大 介 

  総 合 政 策 部 長  橋 端 良 平 

  政 策 推 進 課 長  荒 井 拓之介 

  農 林 水 産 課 長  北 島 貴 光 

  商 工 観 光 課 長  鈴 木 貴 之 

  建 設 水 道 部 長  紺 谷 友 之 

  建 設 課 長  井 上 健 男 

  まちづくり計画課長  二 木 二 郎 

  水道課長（併）下水道課長  後 藤 将 人 

  会計管理者（併）会計課長  小 黒 雅 文 

  農業委員会事務局長  佐々木 孝 太 

  教 育 委 員 会 教 育 長  前 坂 伸 也 

  教 育 部 長  浅 野 敏 昭 

  学 校 教 育 課 長  本 間 憲 明 
 
  選挙管理委員会事務局長 
               小 林   武 
  （併）監査委員事務局長 
 

 

 〇事務局職員出席者             

  事  務  局  長  羽 生 満 広 
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  議 事 係 長  中 山 達 郎 

  書         記  寒河江 美 桜 

 

 〇議 事 日 程             

  第 １ 会議録署名議員の指名       

  第 ２ 会期の決定            

      議長の諸般報告          

      行政報告             

  第 ３ 議案第 １号 令和７年度余市町一 

      般会計補正予算（第５号）     

  第 ４ 議案第 ２号 令和７年度余市町介 

      護保険特別会計補正予算（第１号） 

  第 ５ 一般質問             

                              

開 会 午前１０時００分 

〇議長（藤野博三君） ただいまから令和７年余

市町議会第３回定例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員は15名です。 

 よって、定足数に達しましたので、会議は成立

いたしました。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案９件、

認定２件、他に一般質問と議長の諸般報告及び行

政報告です。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第１、会議録署名議

員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定によ

り、議席番号２番、尾森議員、議席番号４番、佐

藤議員、議席番号５番、内海議員、以上のとおり

指名いたします。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第２、会期の決定を

議題といたします。 

 この際、議会運営委員会の委員長からの報告を

求めます。 

〇11番（茅根英昭君） 令和７年余市町議会第３

回定例会開催に当たり、昨日午前10時より委員会

室におきまして議会運営委員会が開催されました

ので、その審議経過並びに結果につきまして私か

らご報告申し上げます。 

 委員７名の出席の下、さらに説明員として渡邊

副町長、髙橋総務部長、越智総務課長の出席があ

りましたことをご報告申し上げます。 

 今期定例会に提出されました案件は、議案９件、

認定２件、一般質問は８名によります14件、他に

議長の諸般報告と行政報告でございます。 

 会期につきましては、本日より９月16日までの

６日間と決定しましたことをご報告申し上げま

す。 

 なお、日程の割り振りにつきましては、議員各

位のお手元に日程表が配付されておりますので、

省略させていただきます。 

 さらに、内容につきましてご報告申し上げます。 

 日程第３、議案第１号 令和７年度余市町一般

会計補正予算（第５号）につきましては、即決に

てご審議いただくことに決しました。 

 日程第４、議案第２号 令和７年度余市町介護

保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第５、一般質問は、８名による14件です。 

 日程第６、議案第３号 余市町議会議員及び余

市町長の選挙における選挙運動の公費負担に関す

る条例の一部を改正する条例案につきましては、

即決にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第７、議案第４号 余市町職員の勤務時間

及び休日休暇に関する条例の一部を改正する条例

案及び日程第８、議案第５号 余市町職員の育児

休業等に関する条例の一部を改正する条例案につ

きましては、一括上程の上、即決にてご審議いた

だくことに決しました。 

 日程第９、議案第６号 余市町下水道条例の一

部を改正する条例案につきましては、即決にてご

審議いただくことに決しました。 
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 日程第10 、議案第７号 余市町水道事業給水条

例の一部を改正する条例案につきましては、即決

にてご審議いただくことに決しました。 

 日程第11、議案第８号 工事請負契約締結事項

の変更についてにつきましては、即決にてご審議

いただくことに決しました。 

 日程第12、議案第９号 令和６年度余市町下水

道事業会計未処分利益剰余金の処分についてにつ

きましては、即決にてご審議いただくことに決し

ました。 

 日程第13、認定第１号 令和６年度余市町水道

事業会計決算認定について及び日程第14、認定第

２号 令和６年度余市町下水道事業会計決算認定

についてにつきましては、一括上程の上、議長と

議会選出の監査委員を除く議員13名で構成する令

和６年度余市町各事業会計決算特別委員会を設置

し、閉会中といえども審査、調査のできることを

付け加え、付託するとともに、当該特別委員会に

対しましては審査、調査の円滑化を図るために地

方自治法第98条の規定による書類の検閲及び検査

の権限を付与することに決しました。 

 なお、追加案件もあると伺っておりますので、

それらの案件が提出されました時点で議会運営委

員会を開催し、その結果をご報告申し上げます。 

 以上を申し上げまして、議会運営委員会の報告

といたします。 

〇議長（藤野博三君） ただいま委員長から報告

のとおり、今期定例会の会期は本日から16日まで

の６日間といたしたいと思います。これにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、今期定例会の会期は本日から16日まで

の６日間と決定いたしました。 

 なお、会期中の会議予定につきましては、お手

元にご通知いたしました案のとおりでありますの

で、ご了承願います。 

 なお、今期定例会は、地方自治法第121条第１項

の規定により説明員として通知のありました者は

お手元に配付のとおりでありますので、ご了承願

います。 

 なお、絹野選挙管理委員会委員長は、選挙管理

委員会に関する一般質問の際に出席願うことにな

っておりますので、ご了承願います。 

 次に、傍聴人の定員について申し上げます。 

 傍聴規則第３条の規定により、傍聴人は報道関

係者と他に一般傍聴者38名となっておりますこと

をご報告申し上げます。 

                              

〇議長（藤野博三君） ３番、岸本議員より故伊

藤正明議員のご逝去を悼み、弔意を表するため発

言の申出がありますので、これを許可いたします。 

〇３番（岸本好且君） 追悼の言葉。 

 本日ここに皆様のお許しをいただき、去る９月

５日、あまりにも突然にご逝去されました故伊藤

正明議員の御霊に対し、謹んで追悼の言葉を申し

述べます。 

 私は、この本会議場において伊藤議員のために

追悼の言葉を述べることになるとは夢にも思って

おりませんでした。今10番の議席にはあなたのお

姿はなく、代わりに美しい花が手向けられ、言い

ようのない深い悲しみの中にあっても、この壇上

に立っておりますと今にも議場の扉を開けて、あ

なたが元気なお姿で入場してこられるのではない

かとの思いに駆られております。ここにおられる

議員の方々も、町長はじめ番外の皆さんも皆同じ

思いでおられると思います。今思えば９月４日に

開催されました民生教育常任委員会があなたにと

って最後の議会の場となられました。伊藤議員と

は幾度となく議論を重ね、時には意見を闘わせな

がら、互いに地域をはじめ町の未来を思う気持ち

においては常に志を一つにしてまいりました。そ

の真摯に向き合うお姿と揺るぎない信念は学ぶと

ころが多く、私にとってはかけがえのない先輩で
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あり、同志でもありました。今あなたが不帰の客

となられましたことは痛恨の極みであり、余市町

議会にとって大切な柱の１本が急に抜き去られた

ようなむなしい思いに駆られているのを禁じ得な

いものであります。 

 あなたは、資性闊達にして崇高な人格と指導力、

さらに優れた資質が地域住民はもとより広く町民

の支持を得るところとなり、令和４年８月の町議

会選挙において町民の衆望を一身に集められ、余

市町議会議員に初当選されて以来、連続２期にわ

たり町政発展のため精魂を傾け、真摯にご尽力さ

れてこられました。この間水道事業会計決算特別

委員会委員長、産業建設常任委員会委員、総務産

建常任委員会委員、議会運営委員会委員を歴任さ

れ、各委員会においては本町の将来を見据えた的

確な提言を数多くされるなど、議論を深めてこら

れました。その姿は私たち同僚議員にとっても大

きな学びであり、議会活動の模範でありました。

先月８月29日には議会運営委員会委員長に就任し

たばかりで、持論の議会改革に積極的に取り組も

うとされていただけに、伊藤議員はさぞ無念であ

ったろうとお察しいたします。残された私たちは、

その思いをしっかり引き継ぎ、前へ推し進めてい

くことをここにお約束いたします。また、議会外

においても地域住民の声に常に寄り添い、人との

交流を大切にされておられました。その温かい笑

顔と優しい言葉は、これからも町民の心にいつま

でも深く刻まれていくことでしょう。 

 伊藤正明議員の突然のご逝去は、私たちにとっ

て誠に痛恨の極みでありますが、その活動は永遠

に余市町議会の歩みの中で生き続けてまいりま

す。ここに改めて伊藤議員のご功績に心から敬意

を表しますとともに、私ども議会もあなたの強固

な意志と政治信念、そしてまちづくりに対する情

熱を引き継ぎ、必ずや余市町の限りない発展に努

力することをここにお誓い申し上げます。 

 最後になりますが、議員各位、番外の皆さん、

そして傍聴の皆様と共に謹んで伊藤正明議員のご

冥福をお祈り申し上げ、追悼の言葉といたします。 

 令和７年９月11日。余市町議会議員岸本好且。 

〇議長（藤野博三君） 以上で追悼演説を終了い

たします。 

 この際、故伊藤正明議員のご逝去を悼み、弔意

を表し、黙祷をささげたいと存じます。 

 全員ご起立をお願いいたします。 

 黙祷。 

（黙  祷） 

 黙祷を終わります。ご着席お願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時１５分 

                              

再開 午前１０時２５分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

                              

〇議長（藤野博三君） 次に、諸般の報告をいた

します。 

 初めに、地方自治法第235条の２第３項の規定に

よります例月出納検査の結果報告が監査委員から

ありましたので、その写しを配付しておりますの

で、ご了承願います。 

 次に、８月29日に開催されました各常任委員会

並びに議会運営委員会及び９月10日に開催されま

した議会運営委員会において正副委員長の互選が

行われましたので、その結果を報告いたします。 

 総務産建常任委員会委員長、山本正行議員、副

委員長、茅根英昭議員。 

 民生教育常任委員会委員長、庄巖龍議員、副委

員長、尾森加奈恵議員。 

 議会運営委員会委員長、茅根英昭議員、副委員

長、寺田進議員。 

 以上のとおりそれぞれ選任されましたので、ご

報告をいたします。 

 次に、委員会条例第７条第４項ただし書の規定
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に基づき、閉会中において余市町議会運営委員会

委員に内海冨美子議員を指名いたしましたので、

ご報告申し上げます。 

 次に、総務産建常任委員の佐藤議員から民生教

育常任委員会に所属を変更されたい旨の申出があ

りましたことから、委員会条例第７条第６項ただ

し書の規定に基づき佐藤議員の所属委員会を変更

いたしましたので、ご報告申し上げます。 

 次に、会派役員の変更届の提出がありましたの

で、ご報告申し上げます。９月８日付をもって明

政会の会長に庄議員が就任されましたことをご報

告申し上げます。 

 次に、地方公共団体の財政の健全化に関する法

律第３条第１項及び第22条第１項の規定によりま

す令和６年度決算に基づく財政の健全化判断比率

及び資金不足比率についての報告が町長からあり

ましたので、その写しを配付しておりますので、

ご了承願います。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

                              

〇議長（藤野博三君） 次に、町長から申出のあ

りました行政報告について発言を許します。 

〇町長（齊藤啓輔君） 行政報告。 

 余市町ゼロカーボンシティ宣言について。 

 余市町ゼロカーボンシティ宣言について行政報

告を申し上げます。余市町は、2050年までに二酸

化炭素排出量の実質ゼロを目指すゼロカーボンシ

ティを宣言いたします。豊かな日本海に面し、肥

沃な大地を潤す清らかな余市川が流れ、緩やかな

丘陵地に恵まれている余市町は、豊かな自然に恵

まれ、海と山に囲まれた美しい町です。私たちは、

このかけがえのない景観と歴史が育んだ文化、そ

して大地と水の恵みを次世代に引き継ぎ、持続可

能な社会を築いていく責務があります。 

 近年世界中で深刻化する気候変動は、私たちの

生活、地域経済、そして本町の基幹産業である農

業や漁業をはじめとする第１次産業などに甚大な

影響を及ぼす喫緊の課題です。国際社会では、パ

リ協定の下、世界の平均気温上昇を産業革命前と

比べ２度より十分低く保ち、1.5度に抑える努力を

するという長期目標を掲げ、脱炭素社会の実現に

向けて動き出しています。日本においても国は

2050年までのカーボンニュートラル実現を宣言

し、北海道もまたゼロカーボン北海道を目指し、

地域特性を生かした取組を加速させています。 

 この大きな潮流の中で、本町もまた地域の持続

可能性と未来への責務を果たすべく脱炭素に向け

た取組を本格的に推進してまいります。地域資源

を活用した省エネルギーの徹底と高効率化など自

然との共生と持続可能な産業との調和を図ってま

いります。また、ゼロカーボンシティの実現には

周辺自治体や広域圏との連携が不可欠であり、広

域的な視点での情報共有を図りながら地域全体の

脱炭素化を加速させてまいります。 

 この余市町ゼロカーボンシティ宣言を新たな出

発点とし、町民、事業者、各種団体、そして行政

が緊密に連携し、美しい海、山、清らかな川が育

む豊かな恵みを守りながら魅力的な地域産業を未

来につなぎ、誰もが安心して暮らせる持続可能で

活力あるまちづくりを推進してまいります。 

 今後におきましても先人から受け継いだふるさ

とを次の世代に承継していくため脱炭素の取組に

より一層努めてまいる所存でございますので、議

員各位の特段のご理解を賜りますようお願い申し

上げます。 

 以上、余市町ゼロカーボンシティ宣言について

の行政報告といたします。 

〇議長（藤野博三君） 以上で町長からの行政報

告を終わります。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第３、議案第１号 令

和７年度余市町一般会計補正予算（第５号）を議

題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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〇町長（齊藤啓輔君） ただいま上程されました

議案第１号 令和７年度余市町一般会計補正予算

（第５号）について、その概要をご説明申し上げ

ます。 

 今回ご提案いたしました補正予算につきまして

は、北海道市町村職員退職手当組合に対する追加

負担金、寄附件数の増加に伴うふるさと納税取扱

業務委託料等関連経費、事業費の増加に伴う北後

志衛生施設組合負担金、除雪作業車等保管倉庫建

設工事に係る修正設計委託料の補正計上でござい

ます。 

 次に、ただいま申し上げました以外の各款にお

ける主な補正の内容について歳出からご説明申し

上げます。総務費におきましては、寄附に伴う積

立金のほか、ふるさと納税事業推進支援補助金の

補正計上を行ったものであります。 

 民生費におきましては、雪害により破損した黒

川17区生活館の玄関屋根修繕費の補正計上を行っ

たものであります。 

 衛生費におきましては、周産期医療支援事業に

係る負担金、医療機関等との情報連携に係る医療

助成システム改修委託料の補正計上を行ったもの

であります。 

 農林水産業費におきましては、交付対象者の追

加に伴う農業次世代人材投資資金交付金の補正計

上を行ったものであります。 

 土木費におきましては、歩道用ロータリー除雪

車購入費、都市計画変更業務委託料の補正計上を

行ったものであります。 

 教育費におきましては、ＧＩＧＡスクール端末

に係るソフトウエア購入費の補正計上を行ったも

のであります。 

 次に、歳入についてご説明いたします。歳入に

つきましては、国庫支出金等の特定財源に求める

とともに、必要となる一般財源については繰越金、

諸収入に求め、歳出との均衡を図ったものであり

ます。 

 この結果、今回の補正予算額 10億2,841万

2,000円を既定予算に追加した予算総額は124億

1,966万2,000円と相なった次第であります。 

 以上、今回ご提案いたしました補正予算（第５

号）についてその概要をご説明申し上げましたが、

詳細につきましては担当課長よりご説明申し上げ

ますので、よろしくご審議、ご決定賜りますよう

お願い申し上げます。 

〇財政課長（髙田幸樹君） 議案第１号 令和７

年度余市町一般会計補正予算（第５号）。 

 令和７年度余市町の一般会計の補正予算（第５

号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ10億2,841万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ124億1,966万2,000円と

する。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補

正」による。 

 令和７年９月11日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 歳出からご説明申し上げます。４ページをお開

き願います。下段でございます。３、歳出、２款

総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正

額2,616万1,000円、４節共済費2,616万1,000円に

つきましては、北海道市町村職員退職手当組合に

対する追加負担金の補正計上でございます。 

 ４目財産管理費、補正額３億8,333万6,000円、

内訳といたしまして、11節役務費40万円と12節委

託料190万円につきましては町有地に関する不動

産鑑定に係る手数料と地積測量図作成委託料のほ

か、24節積立金３億8,103万6,000円につきまして

は寄附による社会福祉施設等建設基金積立金15万

円と余市町ふるさと応援寄附金基金積立金３億
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8,088万6,000円の補正計上でございます。 

 ５目企画費、補正額５億3,972万4,000円につき

ましては、内訳といたしまして余市町ふるさと応

援寄附金に係る経費として11節役務費215万円、

12節委託料４億9,857万円、13節使用料及び賃借料

3,861万7,000円の補正計上と18節負担金補助及び

交付金38万7,000円につきましては、ふるさと納税

事業推進支援補助金の補正計上でございます。 

 ２款総務費、３項戸籍住民基本台帳費、１目戸

籍住民基本台帳費、補正額68万2,000円、12節委託

料68万2,000円につきましては、戸籍に振り仮名を

記載するために必要となるシステム改修費の補正

計上でございます。 

 ３款民生費、１項社会福祉費、６目心身障害者

対策費、補正額1,057万9,000円、22節償還金利子

及び割引料1,057万9,000円につきましては、過年

度における自立支援医療費に係る国庫及び道費負

担金返還金の補正計上でございます。 

 ７目生活館運営費、補正額312万4,000円、10節

需用費312万4,000円につきましては、雪害による

黒川17区生活館の玄関屋根破損箇所の修繕に係る

補正計上でございます。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総

務費、補正額363万6,000円、18節負担金補助及び

交付金363万6,000円につきましては、周産期医療

支援事業負担金の補正計上でございます。 

 ４目環境衛生費、補正額2,919万6,000円、18節

負担金補助及び交付金2,919万6,000円につきまし

ては、北後志衛生施設組合の事業費増額に係る負

担金の補正計上でございます。 

 ８目医療給付事業費、補正額366万3,000円、12節

委託料366万3,000円につきましては、医療機関等

との情報連携に係る医療助成システム改修委託料

の補正計上でございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興

費、補正額955万2,000円、内訳といたしまして、

18節負担金補助及び交付金842万7,000円につきま

しては農業次世代人材投資資金交付金と22節償還

金利子及び割引料112万5,000円につきましては過

年度農業次世代人材投資事業道費補助金返還金の

補正計上でございます。 

 次のページをお開き願います。８款土木費、２

項道路橋りょう費、２目冬期除雪対策費、補正額

1,093万円、内訳といたしまして、12節委託料400万

円につきましては除雪作業車等保管倉庫建設工事

修正設計委託料の補正計上と17節備品購入費

693万円につきましては歩道用ロータリー除雪車

の購入に係る補正計上でございます。 

 ８款土木費、５項都市計画費、１目都市計画総

務費、補正額288万2,000円、12節委託料288万

2,000円につきましては、新たな町営斎場の建設位

置決定に係る都市計画変更業務委託料 245万

3,000円のほか、都市計画等の変更に伴う支援シス

テム更新に係る改修委託料42万9,000円の補正計

上でございます。 

 ９款消防費、１項消防費、１目常備消防費、補

正額162万6,000円、18節負担金補助及び交付金

162万6,000円につきましては、２款総務費同様、

退職手当組合追加負担金に係る北後志消防組合負

担金の補正計上でございます。 

 10款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

補正額332万1,000円、10節需用費332万1,000円に

つきましては、ＧＩＧＡスクール端末に関するソ

フトウエア購入に係る補正計上でございます。 

 次に、歳入につきましてご説明申し上げます。

３ページをお開き願います。２、歳入、15款国庫

支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金、

補正額68万2,000円、１節総務費国庫補助金68万

2,000円につきましては、歳出における戸籍情報シ

ステム改修に係る社会保障・税番号制度システム

整備費補助金の補正計上でございます。 

 ３目衛生費国庫補助金、補正額183万1,000円、

１節保健衛生費国庫補助金183万1,000円につきま

しては、歳出における医療助成システム改修に係
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る地域診療情報連携推進費補助金の補正計上でご

ざいます。 

 16款道支出金、２項道補助金、４目農林水産業

費道補助金、補正額842万7,000円、１節農業費道

補助金842万7,000円につきましては、農業次世代

人材投資事業補助金の補正計上でございます。 

 18款寄附金、１項寄附金、２目総務費寄附金、

補正額３億8,088万6,000円、１節総務費寄附金３

億8,088万6,000円につきましては、２万3,301件の

余市町ふるさと応援寄附金の補正計上でございま

す。 

 ４目民生費寄附金、補正額15万円、１節民生費

寄附金15万円につきましては、社会福祉寄附金と

いたしまして村山洋子様からの10万円と匿名を希

望される方からの５万円の補正計上でございま

す。いずれもご寄附をいただいた方からのご意向

に沿った予算措置をさせていただいたものでござ

います。 

 19款繰入金、４項余市町ふるさと応援寄附金基

金繰入金、１目余市町ふるさと応援寄附金基金繰

入金、補正額５億4,304万5,000円、１節余市町ふ

るさと応援寄附金基金繰入金５億4,304万5,000円

につきましては、歳出におけるふるさと応援寄附

金に係る経費のほか、ふるさと納税事業推進支援

補助金及びＧＩＧＡスクール端末に関するソフト

ウエア購入に係る繰入金の補正計上でございま

す。 

 19款繰入金、７項職員等退職手当負担金基金繰

入金、１目職員等退職手当負担金基金繰入金、補

正額2,778万7,000円、１節職員等退職手当負担金

基金繰入金2,778万7,000円につきましては、歳出

における退職手当組合追加負担金及び北後志消防

組合負担金に係る繰入金の補正計上でございま

す。 

 次のページをお開き願います。20款繰越金、１

項繰越金、１目繰越金、補正額4,165万4,000円、

１節繰越金4,165万4,000円につきましては、必要

となる一般財源の補正計上でございます。 

 21款諸収入、５項雑入、１目雑入、補正額1,995万

円、１節雑入1,995万円につきましては、北後志消

防組合還付金1,682万6,000円のほか、歳出におけ

る黒川17区生活館玄関屋根修繕に係る公有建物共

済保険共済金の312万4,000円の補正計上でござい

ます。 

 ２款町債、１項町債、８目過疎対策事業債、補

正額400万円、１節過疎対策事業債400万円につき

ましては、歳出における除雪作業車等保管倉庫建

設工事修正設計委託に係る補正計上でございま

す。 

 次に、地方債補正につきましてご説明申し上げ

ます。２ページの上段をお開き願います。第２表、

地方債補正につきましては、事業費の補正計上に

伴う起債限度額の補正でございます。起債の目的、

補正前限度額、補正後限度額の順にご説明申し上

げます。１、変更、起債の目的、除雪作業車等保

管倉庫建設事業債、補正前限度額１億7,830万円、

補正後限度額１億8,230万円。 

 以上、議案第１号の提案理由につきましてご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

〇15番（白川栄美子君） ６ページの冬期除雪対

策費、委託料と備品購入費のところを質問します。 

 まず、委託料のほうで、倉庫工事修正とありま

すけれども、どのように変わるのか。 

 それと、備品購入、これは歩道用のロータリー

除雪車の購入となっているのですけれども、これ

は新しく購入されるのか、それとも前のが駄目に

なったからということなのか、ちょっとそこのと

ころをお願いします。 

〇建設課長（井上健男君） 15番、白川議員から

のご質問に答弁いたします。 
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 まず、１点目、除雪作業車等保管倉庫建設工事

修正設計委託料についてでございます。こちらに

つきましては、今回補正予算に計上させていただ

いた理由といたしましては令和７年５月に議決い

ただき、契約を締結し、実施しております除雪作

業車等保管倉庫建設工事におきまして、現在解体

工事が終わったところでございます。そういった

中で、建設予定箇所の地質や地耐力を検証するた

めに既存建物を解体した場所において地質調査を

実施しましたところ、当初設計の地質調査結果と

異なり、想定していなかった軟弱な地盤が一部の

地層で検出されたことから、現設計における基礎

では地耐力を確保することができず、基礎形状や

工法等を再検討することが必要となったため、設

計業務に係る委託料につきまして補正予算計上さ

せていただいたところでございます。 

 ２点目の備品購入費につきましてです。備品購

入費につきましては、歩道用除雪ロータリーの購

入費となってございます。本件につきましては、

除雪計画策定に向けて関係機関への除雪体制の確

保について確認調査を実施しましたところ、関係

団体からの回答といたしまして、委託業者所有の

歩道用ロータリー除雪車が昨年度シーズン明けの

点検整備を実施した際に経年劣化による故障が発

見され、令和７年度シーズンについては使用困難

である旨の報告があったところでございます。こ

れにより本町で急遽代替車の準備が必要となり、

除雪車販売代理店に下取り車等がないか調査を依

頼しましたところ、平成20年製造の歩道用ロータ

リー除雪車が見つかった状況でございます。こち

らの財産取得に係る備品購入費につきまして今回

予算計上させていただいたところでございますの

で、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇15番（白川栄美子君） 倉庫のほうの工事は軟

弱な地盤が発見されたということで再検討が必要

になったということなのですけれども、今後これ

工事は完成までにまた工期が遅れると考えていい

のかどうなのか、そこまずお願いします。 

〇建設課長（井上健男君） 15番、白川議員から

の再度のご質問に答弁いたします。 

 工期が現在の工期で間に合うかどうかというご

質問でございます。発注段階では２月末頃をめど

に現場作業を完成する予定でございましたが、解

体工事が７月末に完成した時点で工事が今中断と

なってございます。現段階では調査、工法の選定

等に期間を要しますため、再開のめどが立ってい

ない状況でございますので、令和７年度内での完

成は困難になるものと考えておりますが、本件設

計業務において再度検討した上で工事の完成時期

についても決定していきたいと考えてございます

ので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇15番（白川栄美子君） 分かりました。であれ

ば、今現在重機とか、いろいろな重機があると思

うのですけれども、それの保管というのはどうい

うふうになっているのかということと、あと保管

場所がずっと工期が遅れていてもそこはちゃんと

借りておけるのか、それともお金が発生するのか。 

〇建設課長（井上健男君） 15番、白川議員から

の再度のご質問に答弁いたします。 

 重機の保管がどのようになっているかという、

どのように考えているかというご質問でございま

す。こちらにつきましては、支障にならないよう

に適切な維持管理をすることによって保管を検討

していきたいというふうに考えてございます。既

存の建物を利用することや出動に支障とならない

ように適切にブルーシート等により囲ったりだと

か、あと別の保管場所を求めるなどをして検討し

てまいりたいと考えてございますので、ご理解の

ほどよろしくお願い申し上げます。 

〇13番（ジャストミートあたる君） まず、歳入

からなのですけれども、いつもどおり入湯税なの

ですが、入湯税というのはこれいろいろ、21款だ

と雑入というのが入っているのですけれども、こ

れ入湯税、毎月納められるものだと思うのですが、
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これは入ってこなかったら計上されないものなの

ですか。一回も見たことないので…… 

〇議長（藤野博三君） ジャストミートあたる議

員に申し上げます。 

 ここの議案の中に入湯税は含まれていませんの

で…… 

〇13番（ジャストミートあたる君） 歳入全体で

も駄目ですか。 

〇議長（藤野博三君） 駄目です。あくまでも今

日議題にあるところの質疑をお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 分かりまし

た。 

 続いて、では歳出の４款４目18節の北後志衛生

施設組合負担金なのですが、これはクリーンセン

ターの運営も関わっているのですか。関わってい

るならどのように関わっているか、負担金は利用

者が支払ったものも含まれているかと、あと以前

より搬入のルールというのは変わったのでしょう

か。その３点、よろしくお願いします。 

〇環境対策課長（佐々木大介君） 13番、ジャス

トミートあたる議員のご質問にご答弁申し上げま

す。 

 １点目、クリーンセンターの搬入、関わる、関

わらないかということでございます。まず、北後

志衛生施設組合が管理運営しておりますし尿処理

場施設において、令和７年４月に下水処理場のほ

うに受入れ施設を供用開始させていただきまし

て、これまで栄町で行っていた旧施設のほうで３

月末をもって閉鎖したわけですが、４月から残存

するし尿、汚泥などの処理を実施しているところ

でありますが、６月に想定しておりました自己処

理可能な汚泥について沈降物、土砂物が多く含ま

れているということで、設置している脱水機が故

障してしまって、処理できないということで、今

回補正の中で土砂物を処理するという部分で補正

させていただいたわけですが、その土砂物につい

てクリーンセンターで受入れを今実施を行うとい

うところでございまして、土砂物の受入れをクリ

ーンセンターで行うということで関わりがござい

ます。 

 また、負担金の部分について、利用者の部分で

何か変わるのかということでありますが、こちら

のほうは変更はございません。 

 搬入ルールにつきましても変わるものはござい

ません。 

〇13番（ジャストミートあたる君） 僕がちょっ

と聞きたかったのは、家庭から出たごみを搬入す

る際に、以前なら搬入ルール、つまり依頼されて、

ごみをクリーンセンターに持ち込む場合、当人も

しくは事業者でなければ持ち込めなかったものな

のですけれども、個人の友達、当事者ではなくて

も運び込みができたというのです。しかしながら、

最近同じようなことやったら搬入できないという

ことを言われて、大変戸惑ったということが僕の

ところに来まして、法律に違反しているので、持

込みができないので帰ってくれと言われたそうで

す。それで、ルールは変わったのかどうか。変わ

っていないならばできるはずなのに、現状できな

いということを言われたのです。負担金を払って

いるならば、負担金イコール町民サービスの対価

とするのならば、こういった不便に柔軟に対応し

なければならないと思うのです。そして、搬出者

が高齢者や障害で、かつ独り身だった場合、協力

者がボランティアで助けに入ったものをごみを積

んだ状況で帰されたと。そうなった場合に、手伝

った人が持ち込んだ場合これは帰される。しかし

ながら、運転席、助手席にいた者が代わって入る

ならできる、つまり同乗していれば搬出はできる

ということにルールが変わったというふうに聞い

ております。そこら辺の確認を取りたいのですが、

お願いします。 

〇議長（藤野博三君） 佐々木環境対策課長に申

し上げます。 
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 今日の議案として上がっているのは北後志衛生

施設組合の負担金に関してでありますので、それ

を念頭に置いて、答弁できるところは答弁お願い

したいと思います。 

〇環境対策課長（佐々木大介君） 先ほどご説明

させていただいた部分と重複しますが、今回クリ

ーンセンター搬入に関わる部分というのはあくま

でも北後志衛生施設組合の旧衛生センターから出

る土砂物を受け入れる部分について関わるという

ことで補正を計上させていただいておりますの

で、クリーンセンターの部分の搬入のルールだと

か、その部分については補正には関係ないと言っ

たらおかしいのですが、ちょっと答弁のほうは控

えさせていただければと思います。 

〇２番（尾森加奈恵君） では、質疑させていた

だきます。 

 まず、１点目ですが、４ページの２款総務費、

１項総務管理費、５目企画費、12節、ふるさと納

税取扱業務委託料の４億9,857万円と13節、ポータ

ルサイト使用料3,861万7,000円についてお伺いし

ます。これまでふるさと納税のポータルサイト、

楽天ふるさと納税ですとか、さとふるですとかい

ろいろありますが、そのようなサイトを通じて寄

附を行うとサイト独自のポイント還元が受けられ

ましたが、2025年の10月１日以降これらのポイン

ト還元が全面的に禁止されることになっていま

す。本町のふるさと納税に影響がないのか、ポー

タルサイトなどの見直しなどは必要はないのかと

いうのが１点目の質問です。 

 ２点目、このふるさと納税の経費は寄附金額の

50％以内に収めることが義務づけられています

が、総務省が公開している令和６年度のふるさと

納税に関する実績を見ると余市町の経費は上限い

っぱいの50％ですが、経費を削減する取組などは

行わないのかというのが２点目の質問です。 

 そして、３点目ですが、４ページの２款総務費、

１項総務管理費、５目企画費、18節、ふるさと納

税事業推進支援補助金38万7,000円の詳細をお伺

いします。 

 そして、４点目ですが、５ページの６款農林水

産業費、１項農業費、３目農業振興費、18節、農

業次世代人材投資資金交付金842万7,000円につい

てお伺いします。こちらは交付対象者の追加に伴

う補正計上ということなのですけれども、この交

付金は準備型と経営開始型の２種類あったと思う

のですが、それぞれの支給件数ですとか詳細につ

いてお伺いします。 

 以上、よろしくお願いします。 

〇政策推進課長（荒井拓之介君） ２番、尾森議

員の質問に答弁させていただきます。 

 まず、９月末でポイントが廃止されるというこ

とで影響がないかということなのですけれども、

議員おっしゃるとおり、10月１日よりいわゆるポ

イント制度は廃止される予定であります。影響と

しては、９月末にかけて今後一定程度の寄附の駆

け込みがあることは予想されますが、特段余市町

に対しては大きな影響はないと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ２点目、次にポータルサイトの見直しは行わな

いのかという点ですけれども、その点に関しまし

ても特にポイント制度が廃止されたことによって

見直すということは考えておりませんので、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、経費を削減する取組ということなのです

けれども、もちろん経費削減できるものは取り組

んでいるわけなのですが、実際にはやはりふるさ

と納税を獲得するためには一定程度のお金も必要

になるということもご理解いただければと思って

おります。おっしゃるとおり、２分の１以内に収

めるように何とか今後も努力してまいりますの

で、よろしくお願いいたします。 

 ４点目、18節のふるさと納税事業推進支援補助

金の内容についてですが、こちらにつきましては

いわゆるクラウドファンディング型ふるさと納税
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によりご寄附いただいた金額の一部をプロジェク

トを提案いただいた事業者に対して補助金として

交付する経費となります。事業内容としましては、

新たな産品ですとか既存産品の生産力強化、そう

いったプロジェクトに対してふるさと納税の仕組

みを活用して資金調達をし、集めた金額の40％を

補助金として交付する制度となりますので、ご理

解いただきますようよろしくお願いいたします。 

〇農林水産課長（北島貴光君） ２番、尾森議員

からの次世代の関係の内訳についてご質問にご答

弁申し上げたいと思います。 

 今回提案させていただいておりますのは、経営

発展型といたしまして認定新規就農者が経営開始

に当たりまして初期投資経費として北海道から交

付決定を受けた２件の交付額について補正計上さ

せていただいたものでございます。こちらにつき

ましては、初期投資に係る費用といたしまして農

業機械を購入するというところの補助となってご

ざいますので、ご理解願いたいと存じます。 

〇２番（尾森加奈恵君） １点目のポイント制度

による影響ということは特段ないということで承

知しました。 

 そして、ポータルサイトの見直しも特に行わな

いということで、こちらも承知しました。 

 そして、経費削減については一定程度どうして

も必要な経費はかかってしまうけれども、努力さ

れるということで、こちらも承知しました。 

 そして、３点目のクラウドファンディングの一

部をプロジェクトの事業者に補助するということ

で答弁いただいたのですけれども、40％を補助金

として支給するということですが、支給先の事業

者の件数と可能であれば事業者名もお伺いしたい

です。 

 一番最後の質問の農業次世代人材投資資金交付

金については、こちら２件の経営開始型の資金に

なるということで、こちらは承知しました。 

 以上、お願いします。 

〇政策推進課長（荒井拓之介君） ２番、尾森議

員の再度の質問にご答弁させていただきます。 

 プロジェクトの件数と事業者名ということなの

ですけれども、今回採択され、実施に至った事業

は２件あります。事業者名としては、１件は農業

協同組合です。もう一件は町内事業者ということ

になっておりますので、ご理解賜りますようよろ

しくお願いいたします。 

〇16番（寺田 進君） 私のほうから２点お伺い

いたします。 

 １点目、４ページの４目の12節の委託料、地積

測量図作成委託料190万円ですけれども、これもし

可能であれば場所はどこなのか、何のための作成

なのかお答えいただきたいと思います。 

 それと、続いて６ページ、先ほど白川議員も質

問していました除雪作業車等の保管場所の工事の

件で修正があると。なぜかというと、地質が当初

と変わるということで修正しますとなりましたけ

れども、もともと地質調査をしているやつが変わ

ったものなのか、違ったのか。私の認識は、公共

施設を建設する場合は土壌調査を含めた地質調査

を行い、その後に設計をするという認識なのです。

この辺がどういうふうになっていたのか。もとも

とのそのときやった地質の調査が悪かったのか、

それともやっていなかったのか、この辺のことに

ついてお伺いしたいと思います。 

〇財政課長（髙田幸樹君） 16番、寺田議員のご

質問に財政課のほうから答弁させていただきたく

存じます。 

 ご質問の内容といたしましては、財産管理費の

中の委託料、地積測量図作成委託料190万円の場所

と何のためという形になってございますけれど

も、場所につきましては登町の地目でいいますと

山林の部分になります。こちらのほうを測量させ

ていただきたいと考えてございます。 

 あと、何のためという部分につきましては、今

後町有財産につきましては遊休となっている部分
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ですとか多々ありますけれども、そこの部分につ

きまして有効活用を図るために売却を視野に入れ

た部分に関しましても検討が必要と考えまして、

地積測量のほうを実施させていただくというよう

な形になりますので、ご理解お願いしたいと思い

ます。 

（何事か声あり） 

〇議長（藤野博三君） 髙田課長、答弁もう一度

お願いします。 

〇財政課長（髙田幸樹君） マイクがこちら向い

ておりませんでしたので、失礼いたしました。登

町の中の地積になりますので、ご理解お願いした

いと思います。 

〇建設課長（井上健男君） 16番、寺田議員から

のご質問に答弁いたします。 

 地質調査の場所等についてのご質問でございま

す。こちらにつきましては、周辺の地盤を地質調

査を行ったのですけれども、その際は当初設計と

同様の良好な地質が検出されております。解体後

にそちらの直下の場所でボーリングを行ったとこ

ろ、当初設計と異なる地質というものが検出され

てしまった状況でございますので、ご理解のほど

よろしくお願い申し上げます。 

〇16番（寺田 進君） １点目の地積測量の委託

料は理解しました。 

 ２点目、今の工事修正の件ですけれども、では

もともとは何か所地質調査ちゃんとしたのか。そ

れで、果たして満足できる調査だったのか。いつ

も地質、土壌調査で何回も、ある意味では何年も

様々なところで様々な案件が出ています。そうい

うことを踏まえて、もっと途中で修正のないこと

はないのでしょうけれども、極力そうならないよ

うな方法というのはないのでしょうか。特に今回

のこの場所というのは自分の、要するに町の土地

です。だから、調査するのに不具合が発生すると

いうことはない場所であるにもかかわらず、こう

やって修正をしなければならないということが起

こるのは何か根本的な原因があるのではないかと

思われるのですが、その辺についての見解を伺い

たいと思います。 

〇建設課長（井上健男君） 16番、寺田議員から

の再度のご質問にご答弁させていただきます。 

 地質調査、ボーリング調査の本数と精度につい

てのご質問ということで、まず周辺の調査といた

しましては過年度に実施した工事のボーリング調

査と既存の解体する建物の周囲のところで今回実

施してございますが、そちらに関しては同様の地

質となったところでございまして、過年度と同様

な、今回の解体する建物を挟んだ状況で調査をし

ておりますので、同じような土質という考えの下、

設計を進めてございました。そういった中、解体

直下でボーリングさせていただいたところ、軟弱

地盤が一部で検出されたという状況でございま

す。それに伴いまして、さらに追加で２本ボーリ

ングを実施してございます。それもやはり同様の

軟弱地盤の地質が検出されたということでござい

まして、周辺では良好な状況が出ておったところ

でございますので、そういったものをそのまま使

用しておったのですけれども、今回解体した建物

直下において全然異なる土質が出てきたというこ

とで、想定し得なかった状況でございますので、

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

〇16番（寺田 進君） 今の答弁ですけれども、

ということは今後町の持ち物と言うと変ですけれ

ども、持っているところで建物が建っていました

と。そこにでは違うものを建てましょうというと

きには、その建物を撤去して、要するに地質調査

をしないと正確には出ませんよと。もっと究極を

言えば、今公共施設が建っているところは軟弱地

盤の上に建っている可能性がありますよという可

能性もなきにしもあらずということですよね。果

たしてこういう状況でいいのかどうなのか。建て

た時代背景とかいろいろなこともあって、そのと

おりにはいかないかも分かりませんけれども、公
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共施設ということで、それ多くの住民が利用する

場合もありますし、また町の設備が入っている場

所もあるでしょうけれども、もし可能であればし

っかりとこの辺の地質調査なども事前に行って、

やっぱり安全な上でいろいろなことができるよう

な策を練っていただきたいなというふうに思いま

す。何か答弁あればお願いします。 

〇建設課長（井上健男君） 16番、寺田議員から

の再度のご質問に答弁させていただきます。 

 地質調査の精度ということで、まず今回の建設

予定だった建物を挟んで既存のボーリングで得た

２本について良好な結果が得られたということ

で、そこの場所も想定した中では良好な地盤であ

ろうということで工事を進めておったところでご

ざいます。しかしながら、建設する建物の場所の

基礎を造るに当たって地耐力が十分に出るかどう

かという検証の下、今回ボーリング調査を実施さ

せていただいたところなのですけれども、そちら

の結果残念ながら軟弱な地盤が検出されたという

ことで、想定し得なかった状況でございます。こ

ういった中で今後精度を高めるためその辺も、今

回のこういった結果も踏まえまして検討していけ

ればと考えてございますので、ご理解のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 他に質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 これにて質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１号 令和７年度余市町一般会

計補正予算（第５号）は、原案のとおり可決され

ました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第４、議案第２号 令

和７年度余市町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

〇保険課長（枝村 潤君） ただいま上程されま

した議案第２号 令和７年度余市町介護保険特別

会計補正予算（第１号）につきまして、提案理由

をご説明申し上げます。 

 今回ご提案申し上げました補正予算の内容につ

きましては、歳出において令和６年度の国、道支

出金等の精算に係る返還金の補正と令和６年度の

繰越金の確定に伴い介護保険特別会計の今後の財

政需要に対応するため、介護給付費準備基金への

積立てを行うものでございます。 

 また、歳入につきましては、繰越金に財源を求

め、歳出との均衡を図ったものでございます。 

 以下、議案を朗読し、ご説明申し上げます。 

 議案第２号 令和７年度余市町介護保険特別会

計補正予算（第１号）。 

 令和７年度余市町の介護保険特別会計の補正予

算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ8,944万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ26億299万5,000円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該

区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金
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額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 令和７年９月11日提出、余市町長、齊藤啓輔。 

 初めに、歳出からご説明申し上げます。２ペー

ジをお開き願います。中段でございます。３、歳

出、４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、

２目償還金、補正額4,594万8,000円、22節償還金

利子及び割引料4,594万8,000円につきましては、

介護給付費に係る国庫負担金等の精算による返還

金の計上でございます。 

 ５款基金積立金、１項基金積立金、１目介護給

付費準備基金積立金、補正額4,350万円、24節積立

金4,350万円につきましては、介護給付費準備基金

に積立てを行うものでございます。 

 次に、歳入についてご説明申し上げます。上段

をご覧願います。２、歳入、８款繰越金、１項繰

越金、１目繰越金、補正額8,944万8,000円、１節

繰越金8,944万8,000円につきましては、必要とな

る一般財源について繰越金を計上したものでござ

います。 

 以上、議案第２号につきまして提案理由をご説

明申し上げましたので、よろしくご審議の上、ご

決定賜りますようお願い申し上げます。 

〇議長（藤野博三君） 提案理由の説明が終わり

ました。 

 これより質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

 質疑なしと認めます。 

 お諮りいたします。本案につきましては、会議

規則第38条第３項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号については委員会の付託を

省略することに決しました。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

 討論なしと認めます。 

 これより議案第２号を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、議案第２号 令和７年度余市町介護保

険特別会計補正予算（第１号）は、原案のとおり

可決されました。 

                              

〇議長（藤野博三君） 日程第５、一般質問を行

います。 

 なお、一般質問は一問一答方式により実施しま

す。発言時間は、質問、答弁を合わせ45分以内の

時間制限となっており、持ち時間５分前にベルを

鳴らします。 

順次発言を許します。 

 発言順位１番、議席番号２番、尾森議員の発言

を許します。 

〇２番（尾森加奈恵君） 令和７年余市町議会第

３回定例会におきまして、さきに通告いたしまし

た一般質問１件について質問いたします。答弁の

ほどよろしくお願いいたします。 

 件名、新たな道の駅について。本町は、本年度

新たな道の駅用地の整地を進めています。しかし、

令和６年度に実施した基本設計は協議不成立で白

紙となり、事業手法や財源確保の方向性は不透明

な状況です。そこで、新たな道の駅の建設及び供

用開始の見通し、事業の進め方や財源確保の考え

方、さらに現在の道の駅の運営方針と完成後の方

向性について以下お伺いします。 

 １、令和７年度は道の駅再編整備事業費9,981万

2,000円を予算計上し、新たな道の駅用地の整地を

進めていますが、新たな道の駅の建設と供用開始

の見通しについてお伺いします。 

 ２、新たな道の駅や本町全体への再生可能エネ

ルギー導入に令和６年度に3,850万円をかけて作
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成した道の駅再編整備基本設計の内容は活用され

るのかお伺いします。 

 ３、新たな道の駅の事業手法についてはＰＦＩ

方式やＤＢＯ方式といった手法が考えられてきま

したが、今後は民間資金を活用するのか、あるい

は町が主体となって進めるのか、現時点での方向

性についてお伺いします。 

 ４、令和４年に公表された基本構想には道の駅

のテーマ、コンセプト、運営、維持管理の基本方

針、新たな道の駅による本町への波及効果などが

記載されていますが、現状を踏まえた見直しや修

正は行わないのかお伺いします。 

 ５、新たな道の駅建設に向けた財源確保の方向

性をお伺いします。 

 ６、現在の道の駅における来場者数及び客単価

の現状と新たな道の駅が整備されるまでの運営方

針、また完成後における現在の道の駅の運営継続

の考え方についてお伺いします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の新たな

道の駅についての質問に答弁します。 

 １点目の新たな道の駅の建設と供用開始の見通

しについてですが、建設時期、供用開始時期とも

に未定です。 

 ２点目の道の駅再編整備基本計画の活用につい

てですが、活用できるところは活用していく予定

です。 

 ３点目、４点目の事業手法と基本構想の見直し

についてですが、現在サウンディング型市場調査

を実施予定です。その結果を受けて、必要に応じ

て事業手法の変更や構想の見直しを検討します。 

 ５点目の財源確保の方向性についてですが、可

能な限り補助金、交付金を活用した中で進める方

向性です。 

 ６点目の現在の道の駅の運営方針と完成後につ

いてですが、現在の道の駅における来場者数は年

間約29万人、客単価は約360円となっています。今

後も魅力向上に努め、また新たな道の駅完成後も

ニッカウヰスキー余市蒸溜所に隣接し、中心地で

ある立地特性を生かした活用方法を検討していき

たいと考えています。 

〇２番（尾森加奈恵君） では、答弁いただきま

したので、１つずつ再質問させていただきます。 

 まず、１点目なのですけれども、道の駅の建設

ですとか供用開始時期は未定ということですが、

現在整地しています。整地後時間が経過すること

で草が生えてくる、そして除草作業が必要になる

ですとか、メンテナンスが必要になるなどの可能

性がありますけれども、それについてはどのよう

な見解をお持ちなのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 現在整地をしている状況ですけれども、もちろ

ん長く放置することによって草とかが生えてくる

かと思いますが、その点は適切に管理していく方

針ではあります。 

〇２番（尾森加奈恵君） 未定ということではあ

りますけれども、やはりメンテナンスを考えると

早めにスケジュールを出していくことが必要だと

思うのです。今までの流れですとか基本構想、過

去のスケジュールを確認すると、基本設計に大体

１年くらいかかって、その後実施設計と整地作業

が同時に大体１年くらいかかって、その後建物の

建設に１年、そしてその後供用開始というスケジ

ュールでずっと想定をしてきていたと思うのです

が、そのスケジュール感は変わらないのでしょう

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 スピード感を持って進めればいいというもので

はもちろんなくて、今回の道の駅に関しても長年

協議を進めてきたわけでありますが、我がほうが

求めるところと提案の間に相違があったことか

ら、協議不成立となったわけです。事をせいて、
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あんまりよくないものが出来上がるのであれば将

来の負担になるわけですので、先ほど申し上げた

とおり、現在サウンディング型市場調査を実施し

て、どのようなものが本町にふさわしいのか調査

をしているというような状況です。これまで白紙

にしたのはなぜそういう結果になったのかも踏ま

えて、ちゃんと市場調査を踏まえ、今後の将来の

動向も踏まえて、将来の負担にならないような道

の駅にするべくきちんと情報収集を行っていると

いうことなので、スケジュールだけ決めて、それ

に合わせようとすると、焦ってやってもあんまり

いいことが起こらないので、きちんといいものが

できるというタイミングになればそれを基にスケ

ジュール決めをしていくというような感じかなと

いうふうに思います。 

〇２番（尾森加奈恵君） 承知しました。確かに

スピード感があればいいというわけでもないです

し、スケジュールに縛られて物事を進めることが

いいわけでもありませんので、現在調査をして、

今までの結果なども踏まえて、将来の負担になら

ない道の駅をつくっていかれるということで、１

点目の質問については承知しました。 

 では、２件目の基本設計の再質問に移らせてい

ただくのですが、この基本設計、昨年3,850万円か

けて作成しましたが、活用できるところはすると

いう答弁今いただいたのですけれども、活用でき

るところはするということですが、基本設計自体

がまず公開されていません。これにはノウハウが

含まれているので、公開できませんという答弁を

委員会のほうではいただいたのですが、ノウハウ

の部分を、その部分などは省いて、個人情報です

とか企業秘密、セキュリティーの部分を省いて、

説明資料という形にして町民に公開することはで

きないのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 基本設計に関しては、再生可能エネルギーの導

入を検討してきた中で基本設計を行っていったと

ころです。ノウハウの部分に関してはマーケティ

ングとか集客の部分で、それは別の事業者に替わ

ったらそのまま採用するということはもちろんな

いと思うのですが、再生可能エネルギーの導入と

かその検討結果、例えばどのような再生可能エネ

ルギーが一番本町に合っているのか、そういうと

ころに関しては情報を精査して、生かせるものは

生かしていくという、そういう趣旨で活用できる

ところは活用していくというものです。そのノウ

ハウ等が含まれていない公開できるものに関して

は、もちろんこれまでも出していますし、必要に

応じて反映させるし、公開もしていっているとい

うようなことです。 

〇２番（尾森加奈恵君） こちら再生可能エネル

ギー導入ということで、エネルギー構造高度化・

転換理解促進事業費補助金を活用していたという

のは存じておりますけれども、その中で余市町に

どのような再生可能エネルギーが使えるのか、つ

くった基本設計の中で生かせるものがあれば生か

していかれるのだと思うのですけれども、そして

公開できるものは公開しているし、これからも出

していかれるということだったので、これから出

していかれるということで承知しました。 

 では、３点目の新たな道の駅の事業手法につい

て再質問いたします。こちら現在調査をして、そ

の後検討していかれるということなのです。私最

初の質問の中で３点目の事業手法と、そして４点

目のほうで基本構想の質問もしたのですが、ここ

恐らく併せての答弁だったのかなと思うのですけ

れども、基本構想は見直さないのですかという質

問には特に直接の答弁いただかなかったのですけ

れども、ここ同じようなことなので、恐らく併せ

た答弁だったのかなと思うのですけれども、検討

されるということは基本構想自体も見直しになる

という認識でよいのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に
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答弁させていただきたいと思います。 

 ３点目、４点目、先ほどまとめて答弁させてい

ただいたのですけれども、事業手法と基本構想の

見直しについては今、先ほども申し上げたとおり、

サウンディング型の市場調査をやっているわけで

すけれども、その結果を受けて必要に応じて事業

手法や構想を見直していくということでございま

す。 

〇２番（尾森加奈恵君） では、民間資金を活用

するのかですとか、どのようにするか全くまだ分

からず、今後検討していかれるということでよろ

しいのでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど来申し上げているとおり、今現在白紙に

したので、事業手法と構想も含めて調査結果を踏

まえて検討するということなので、現在まだ方向

性は定まっていないということでございます。 

〇２番（尾森加奈恵君） では、基本構想自体が

まずは修正される可能性があるということなので

す。基本構想では修正した場合はまた町民に公開

して、パブリックコメントなどを行う予定なのか、

その辺りどのようにお考えなのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 構想が変わった際にはパブリックコメントを行

うのかという問いですけれども、もちろん構想の

見直しにおいては、前回庁内関係者などやパブリ

ックコメントでヒアリングを行いましたけれど

も、同様の方向で進める予定ではあります。 

〇２番（尾森加奈恵君） 基本構想の中には事業

手法のほかに様々なテーマですとかコンセプトな

ども書かれていまして、広く町民から愛されて、

誇りの持てる道の駅になるように町民の参画、協

働を促進することを基本方針とするということが

書かれているのですが、この辺りは特に修正する

必要はないのかなと思うのですが、このような特

に修正する必要がないところはそのまま保たれる

のでしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 尾森議員がおっしゃったような特段普遍的な価

値観、もちろんどういうことになっても通用する、

それについては特に変更する必要ないので、維持

されるものと思います。 

〇２番（尾森加奈恵君） 特に変更する必要がな

いものはそのまま維持されるということなのです

が、今までもずっと道の駅の再編整備を進めてこ

られたと思うのですけれども、住民参画ですとか

協働ということ、住民参加というのは本当にとて

も重要で、成功している道の駅を見るとやはり住

民参加、住民が参加して、地域みんなの道の駅に

なっているというところが共通しているのではと

思うのですけれども、住民参加についてどのよう

にお考えなのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん基本構想の中にも書かれていますが、

住民参加で誇りを持てる道の駅にするのは当然の

話でありますし、余市町の道の駅なので、住民も

参加しながら地域の道の駅につくり上げていくと

いうようなことは当然の話だというふうに考えて

います。 

〇２番（尾森加奈恵君） 今までずっと再編整備

進めてきた中での住民参加は十分だったとお考え

なのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 これまでどうだったのかという話ですけれど

も、必要に応じまして随時関係団体とのヒアリン

グも行っていますし、パブリックコメントを行っ

ております。質問の意図としては、あなたたちは

住民へのヒアリングが足りないのではないかとい

う趣旨だと思いますけれども、そういうことはな
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く、きちんと住民の話を聞きながら進めていると

いうことでございます。 

〇２番（尾森加奈恵君） 分かりました。しっか

りと住民の意見を聞きながら進めていかれるとい

うことで、広く町民から愛される道の駅にしてい

ただけるのだと思いますので、この質問は終わり

ます。 

 では、５点目の財源確保の再質問に移らせてい

ただくのですが、できる限り補助金ですとか交付

金を利用されるということですが、過去を遡って

みると、まずアイヌ文化拠点施設整備交付金を活

用して調査業務を行って、複数の報告書を基に基

本構想を策定して、その後にエネルギー構造高度

化・転換理解促進事業費補助金を活用して基本設

計を作成、そして今年度は一般財源を使って整地

をしているという流れなのですけれども、今後基

本設計の費用と実施設計の費用と、そしてこれま

た建設費用というのは変わると思いますけれど

も、基本構想には概算工事費が約14億円と記載さ

れているのです。なので、大体14億円以上はかか

るということが想定されるのですけれども、その

都度今後基本設計ですとか実施設計などをするた

びに交付金ですとか補助金を確保していかれると

いう考えなのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろんこれまでも補助金や交付金を有効に活

用して調査なりを行ってきたわけです。それによ

って町の財産をできる限り傷めないように事業を

進めてきたわけであって、非常に役場のスタッフ

たちも頑張っていろいろな補助金を集めながらや

っているということで、技術的な話ですけれども、

こういうこともなかなかできる人もいないと思う

ので、余市町役場はよくやっているというふうに

私は思います。今後も引き続きそれこそ建設費用

も含めて各種補助金や交付金を使いながら町の予

算を削減していくというのは当然の話でありまし

て、先日ワインと投資、銀行のセミナーがありま

したけれども、その中でも内閣府の農水省の審議

官が述べていましたが、様々な地方創生の交付金

があって、建物とかにも使えるものもあるので、

そういうのも使いながらやっていくということで

ございます。 

〇２番（尾森加奈恵君） 様々な交付金を活用し

て、できるだけ町の財政を傷めないように進めて

いかれるということで承知しました。地域資源の

活用ですとか地域の魅力を発信するという点で本

当に様々な交付金ですとか補助金を探して、活用

していかれるのだと思うのですけれども、余市町

には本当に様々な資源と魅力があると思うので

す。私たちふだん住んでいて気がつかないのです

けれども、私町外に住む方から余市に来ると魂が

洗われます、洗濯のほうの洗われるです。洗われ

る。余市に心の洗濯をしに来ましたと言われたこ

ともあって、私からするとすごくよく分からなか

ったのですけれども、余市に来るととても何かリ

フレッシュできるのだなということが分かったの

です。空気が違うですとか、空の青さが違うです

とか、私たち町民からすると何でもない、当たり

前にあるものがとても魅力的に感じるのだなとい

うことが分かったのです。こういう何でもないも

の、そしてよく分からない、目に見えないもので

すとか、ちょっとよく分からない普通のものを、

田舎だから空気がきれいですとか、そんなふうに

片づけるのではなく、様々な視点でその理由、な

ぜ魂が洗われるのか、なぜリフレッシュできるの

かというものも理由を語ることができると何でも

ない当たり前にあるものが価値のあるものに変わ

っていくと思うのです。そうすると、その見方を

していくと活用できる交付金ですとか補助金の幅

が広がっていくと思うのです。様々な視点から交

付金や補助金を見つけていくことができると思う

のですけれども、どのような視点で今後見つけて

いかれるのかお伺いします。 
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〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 現在もちろん尾森議員が指摘するように余市に

来たら心が洗われるということは多くの人が感じ

ていると思っていまして、実際に私のところにも

毎日毎日多くのお客さんが来るようになってい

て、非常に皆さん気に入って、海外からも含めで

すけれども、帰っていってくれると。非常に皆さ

ん余市を好きになって帰っていってくれるわけで

す。このように非常に魅力的なものがあふれる余

市なわけなので、道の駅に関しても目的地となる

ような、デスティネーション型といいますけれど

も、デスティネーションになるような道の駅にす

べく様々な角度からサウンディングをやっている

というような現状なわけです。補助金や交付金の

見つけ方にしても、国の地方創生の支援官という

人を３名任命して、余市の担当でやっていますけ

れども、彼らにも様々な視点で動いてもらって、

政府は様々な補助金が多岐にわたってありまし

て、詳細に探さないと出てこないようなものもあ

るので、より複数の視点で、複数の人員で適切な

ものをあらゆる目で見て探しているというのが現

在の状況なので、引き続きそういうような視点で

補助金も探していくということかと思います。 

〇２番（尾森加奈恵君） 今地方創生官の方、３

名の方に、その方にも探していただいている、様

々な複数の視点で補助金や交付金も探していただ

いていて、そして目的地になるような道の駅にさ

れるということなのですけれども、目的地になる

ような道の駅、何かＤＭＯなどは考えられていな

いのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ＤＭＯなのですけれども、建設とか設計とは直

接違う組織なので、道の駅が出来上がった後とか

の話になるかと思いますが、必要に応じて様々な

視点で見ているので、観光関係の補助金とかも使

えるところは使えるという観点からはもちろん様

々な視点で可能性を模索しているということでご

ざいます。 

〇２番（尾森加奈恵君） ＤＭＯなども必要に応

じて可能性を模索されるということで承知しまし

た。 

 では次に、現在の道の駅についての再質問に移

らせていただきます。現在の道の駅、来場者数が

29万人で、客単価が366円ということで、基本構想

に掲載されていたものよりは人数も客単価も増え

ているなと思います。ただ、一般的な全国の道の

駅の平均の客単価というのが1,000円程度なので

す。それを考えると、ちょっと客単価が低いので

はないかと思うのですけれども、現在の道の駅の

客単価を上げるような努力は必要ないのかお伺い

します。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろんそれは客単価は高いほうがいいに決ま

っていますので、その努力は必要だと思いますし、

きちんと業務委託しているところには客単価を上

げるべく商品開発や企画などやっていただきたい

とは考えています。 

〇２番（尾森加奈恵君） 現在の道の駅のコンセ

プトを確認させていただきたいのですけれども、

北海道の道の駅総合サイトを私確認したのです

が、そこを確認すると宇宙の不思議を体験できる

道の駅、あなたも気分は宇宙飛行士、余市町なら

ではの旬のフルーツと宇宙食が手に入る道の駅で

すと紹介されているのですけれども、こちらが現

在の道の駅のコンセプトという認識でよいのかお

伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 おっしゃるとおり、現在宇宙をテーマにした道

の駅になっているということです。 

〇２番（尾森加奈恵君） 現在のコンセプトがこ
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ちらだということで承知したのですが、新たな道

の駅供用開始後もこのコンセプトで現在の道の駅

を運営していくお考えなのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほども申し上げましたけれども、立地特性を

生かして活用方法を検討していくということなの

で、コンセプトに関してはもちろん当然変わって

いくものではないかなというふうに思っています

が、現在のところはまだ方向性は定まっておりま

せん。 

〇２番（尾森加奈恵君） まだ新しい道の駅がで

きた後のことは定まっていないということで承知

しました。それまでの間はずっとこのコンセプト

で続けられるということだと思うのですけれど

も、基本構想のほうにちょっと話戻ってしまうの

ですが、基本構想には新たな道の駅の来場者数は

40万3,589名、客単価は2,534円と記載されている

のです。新たな道の駅ができたらこうなりますよ

ということが書かれているのですけれども、今の

現在の道の駅と基本構想に書かれている新たな道

の駅の来場者数と客単価、随分乖離がありますけ

れども、まだ新たな道の駅ができるまで時間がか

かりますので、現在の道の駅の運営の中で今のコ

ンセプトはそのままにしておきながらも、一部分

だけでもどのような商品やコンテンツが人を呼ん

で、どのような商品が売れるのかデータ取りです

とか、新たな道の駅の集客と客単価が向上するた

めの試す、試験的なちょっと販売などをするよう

な考えはないのかお伺いします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 客単価に関しては、町がビジネスやっているわ

けではないので、委託しているのは観光協会に委

託していますので、そちらのほうできちんと客単

価を上げるべくマーケティングやブランディング

をやっていってもらいたいと思っています。なの

で、我々ふるさと納税でマーケティング、ブラン

ディングやって、きちんと単価をめちゃくちゃ上

げていますけれども、そういうことやればきちん

と伸びるのが余市町ですので、もちろん伸ばせる

余地はあるというふうには思っています。 

〇２番（尾森加奈恵君） 現在は道の駅を観光協

会のほうに委託しているので、そちらのほうで努

力して客単価などを向上させていくといいのでは

という答弁でしたけれども、そしてふるさと納税

のようにしっかりとマーケティング、ブランディ

ングをしていくことで確実に伸びるということな

ので、ぜひこちらも、観光協会が取り組むべきだ

とは思うのですが、やはり町が協力することも必

要だと思うのですけれども、その辺りは今現在協

力して客単価を伸ばしていこうなどという取組は

されていないのか、今後されていくのかお伺いし

ます。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 協力という観点では、観光協会にはうちからも

ちろん補助金、交付金を渡していますので、そう

いう意味では協力はしているわけです。あとは内

部の話になってきますが、もちろん何か知見が必

要ということであれば幾らでも協力しますし、い

つでも言ってきてもらうような体制は構築されて

います。 

〇２番（尾森加奈恵君） 今も協力していますし、

今後も求められればたくさん協力しますよという

ようなお言葉をいただきましたので、承知しまし

た。 

 では、いろいろと質問をさせていただいたので

すけれども、昨年開催された道の駅再編整備に関

する町民説明会には60名以上の町民の参加があり

ましたし、令和５年に実施された新たな道の駅に

関するアンケート調査では回答数が948票と町民

の関心がとても高いということが分かると思うの

ですけれども、町民の要望ですとか意見、今まで
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町民の方はいろいろな意見言ってくださいました

ので、その意見が新たな道の駅にどのように反映

されるのかというところに期待を寄せている声も

多いです。なので、最後に町長の道の駅再編整備

への思いをお伺いして終わりたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ２番、尾森議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 新たな道の駅に関しては、もちろん一つは町民

のプライドの持てるような、先ほど尾森議員もお

っしゃっていましたけれども、町民のみんなでつ

くり上げるような、シビックプライドではないで

すけれども、そういう誇りが持てるような道の駅

であり、かついろいろな人が訪問、そこを目指し

てやってきて、言葉を借りるのであれば心が洗わ

れるというか、そういうような目的地になるよう

な道の駅にしていくべきだというふうに思ってお

ります。ただ、急いで拙速にやるといいものもで

きなくなる可能性があるので、その点に関しては

きちんと将来の負担にならないように形式を整え

ながら、今述べたような道の駅をつくり上げてい

くということかなというふうには思っています。 

〇議長（藤野博三君） 尾森議員の発言が終わり

ました。 

 昼食を含め午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時５４分 

                              

再開 午後 １時００分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 なお、庄議員は身内不幸のため午後１時から退

席の旨届出がありましたことをご報告申し上げま

す。 

 一般質問を続行いたします。 

 発言順位２番、議席番号14番、大物議員の発言

を許します。 

〇14番（大物 翔君） 令和７年第３回定例会に

当たり、さきに通告済みの質問１件について答弁

を求めます。よろしくお願いします。 

 泊発電所再稼働に関する本町の姿勢について伺

います。原発と人類は共存できない、これが私た

ちが福島第一原子力発電所の過酷事故を経て導き

出した痛苦の果ての教訓です。だからこそ地域の

安全を守り、産業を盛り立て、地域の安心を担保

するために私たちがたどらなければならない道は

原発を再稼働させることではなく、原発を廃炉、

撤去すること以外にあり得ないのです。それなの

に、なぜ我々は電力会社の都合のためにふるさと

を失いかねない危険を背負わなくてはならないの

でしょうか。どれだけ備えを続けても事故は起き

得ないと誰もが言えない中、原発再稼働に突き進

む電力会社の動きをただ眺めていることしか許さ

れないのでしょうか。事故後、それまで10キロ圏

内とされていた避難計画の策定は、事故の影響を

受けて30キロ圏内自治体まで拡大されています。

ところが、本町は原発立地から10キロ圏外という

ことで、再稼働に関する地元同意を得るための協

議体に加わることができず、一方で地域防災計画

の一環として実効性が担保できない原子力防災に

関する避難計画の策定を求められています。これ

は、明らかに不合理と言わざるを得ません。私た

ちは、万が一の事故の際には大きな影響を受けか

ねない立場として再稼働の是非に関する自治体と

しての見解を述べ、地元同意を取り付ける協議体

に参加し、動かしてはならないと意志を貫くべき

ではないでしょうか。今私たちは開拓時代よりは

るか以前から営々と築き上げられてきた私たちの

ふるさとを一歩間違えば失いかねない、重大な危

険を抱えかねない状況にあります。およそ１万

7,000人の町民の命と暮らしを預かる者として町

長の見解を求めます。 

 １つ、福島原発の過酷事故後、それまで10キロ

圏内とされていた避難計画策定は30キロ圏内自治

体まで拡大されましたが、再稼働に関する地元同

意を得るための協議体に加わることができずにい
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ます。我々にはこの問題に関する説明を受け、公

然と意見を述べる権利があると考えます。この矛

盾と不合理をどのように考えているのか。 

 ２つ、現状本町は再稼働の地元同意に関する協

議体に参加できていないが、再稼働同意に向けた

協議体への参加意思について。 

 ３つ、そもそも町長は再稼働の是非についてど

う考えているのか。30キロ圏内が帰宅困難区とな

るような事態を想定した場合、全住民を確実に避

難させることができると町長は考えているのか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

対して答弁します。 

 質問の１点目と２点目については関連がありま

すので、一括して答弁します。泊発電所再稼働の

地元同意に関する協議体についてですが、その範

囲についてはＵＰＺを最低限とし、事故の影響が

予想される自治体が含まれるべきと考えていると

ころですが、最終的には国が責任を持って対応す

べき事項であり、このたびは国において北海道と

立地４町村に対して地元同意の要請が行われたも

のと認識しています。 

 ３点目の再稼働の是非についてですが、このた

び原子力規制委員会において原子炉設置変更許可

が出されたことは一定の技術的安全性が確認され

たことを意味すると認識しています。町としては、

町民の命と暮らしを守ることを最優先に今後の動

向を注視しつつ、国や道、関係機関と連携しなが

ら慎重に対応していく必要があると考えていま

す。また、万が一事故が発生した場合の住民避難

については、日頃より北海道と連携しながら防災

訓練を重ね、様々な検証を重ねることで問題解決

を図るとともに、課題に対しては北海道を通じて

国へ要請するなど避難の実効性の向上にも努めて

います。 

〇14番（大物 翔君） 2012年の８月から2015年

の２月の終わり頃、正確には３月の頭までですけ

れども、私帰宅困難区の隣の町に住んでおりまし

た。事故が起きた当初私は北海道にいましたので、

実際に避難した経験はないのですけれども、ただ

私自身は、何とか逃げてきた人たちが多く移り住

んでくるわけです。その中で３年間生活を実際に

してきて、その地域がどうなってしまうのかとい

うのをこの目で見て、体験してきました。その見

地も踏まえながら質問を続けたいと思います。 

 まず、１点目と２点目を一括で答弁していただ

きましたけれども、ＵＰＺ圏内が含まれるべきで

あると。ただし、国が責任持って対応する問題だ

と。あなた自身はどう考えますか。我々は入るべ

きだと考えますか。そうではない、国がやればい

いのだという立場に立ちますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 この点に関しては、先ほども申し上げたとおり、

事故の影響が予想される自治体が含まれるべきだ

というふうに考えていますので、いわゆる立地自

治体だけでなくて、広範囲な影響を受ける周辺自

治体、すなわち我々に関しての意見も尊重すべき

だというふうには考えています。 

〇14番（大物 翔君） そのためには、やはり協

議体に入っていく必要があると思うのです。うち

記者クラブ持っていないですけれども、町長が例

えばそうするべきであるというふうに言うことは

できると思うのです、そういう場所を使って。た

だ、協議体に入らないことには、そういう意味で

はそういう意見もあるのですねで終わってしまう

おそれがあるのです。前回の大きな事故であれば

余市も30キロ圏に入ってしまうものですから、当

然影響は受けるだろうと、最大クラスが来れば。

であれば、入れろとまず言うべきではないでしょ

うか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 同意の範囲に関しては、先ほど申し上げたとお

り、他の周辺自治体の意見も広く尊重すべきだと
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いうふうに考えていますけれども、その点は国の

ほうで整備をするところでありますので、もちろ

んそちらの制度体制については国のほうでやっ

て、入れろと言うべきではないかということなの

ですけれども、その点の制度の設計については国

のほうできちんと我々の意見も酌み取って考えて

ほしいというふうには思っています。 

〇14番（大物 翔君） 分かりました。 

 そうしたら、１番、２番も含めて３番目のほう

も含まさって入っていくのですけれども、先般電

力会社が地元説明会を開きました、３日の日に、

うちの公民館使って。結局時間いっぱいやったけ

れども、終わらなくて、延長して、ただこれ以上

はもう施設借りれないよということで８時半過ぎ

に終了したわけなのですけれども、そこで出され

ていた意見はご覧になりましたか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 住民説明会が行われたことに関しては、９月３

日と10月５日ですけれども、概要に関しては私も

把握しています。 

〇14番（大物 翔君） その中で様々な方がいろ

いろな角度から電力会社の担当者の方々に質問を

しているわけなのです。ほとんど全て再稼働すべ

きではないと取れる内容でした、少なくともそこ

に参加された方の意見として。ただ、皆さん本当

に我が事として考えていらっしゃるのだなという

のをすごく感じるお話ばかりで、残念ながら電力

会社の返答としてはそれらにちゃんと答え切れて

いないのです。彼らはあくまで動かしたいという

立場ですから、どんなことを言われようともそれ

は分かっております、そういうことを教訓にしな

がら進めてまいります、安全が第一なのですと。

安全性の向上に終わりはないのですと。幾ら規制

委員会が丸だと言ってもそこで終わりではないの

ですとは言い続けてはいるのですけれども、その

不安に応えれる返答は残念ながらなかったので

す。ここで大きな食い違いが起きていると思うの

です。彼らは動かしたいという考え方の下で説明

会をやるわけですから、当然それに沿った返答に

なるわけです。ところが、30キロ圏とて地元の人

たちとしてはそうは考えていない。先ほど町長お

っしゃったように、十分に意見を酌んでもらいた

いと。であれば、どういう形でそれを出していけ

ばいいでしょうか、自治体として。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 先ほど住民説明会の話をされていましたが、一

方は動かしたい、一方は動かしたくないという、

そういう話だったと思います。大物議員の議論の

前提には、住民説明会に来ていた人たちは動かし

たくないという説でありましたが、彼らの意見が

全ての住民の意見とは限らないわけです、もちろ

ん。だから、この問題は白黒はっきりさせるよう

なものではもちろんなくて、その間に非常に複雑

な議論が絡み合うわけです。先ほど行政報告でゼ

ロカーボンの話もさせていただきましたけれど

も、そして現在ＡＩの活用によって非常に電力の

需要が高まっているわけです。ＡＩなんて電力な

いと動かないわけですから。物価も上がっている

と。燃料費も上がっていると。このような中でど

ういうエネルギー政策をしていくのかというよう

な全体の経済、社会構造、そういう話を見ながら

複雑に絡み合っている議論をしていかなければな

らないということは、もちろん単純にやりますか、

やらないですかというような議論ではないわけで

す。そんな中できちんと、安全性の確保というの

は私何度も言い続けていますけれども、それが前

提であって、それが確保できないのであれば駄目

ですということに尽きるわけです。そういう観点

から今後泊原発の再稼働に関してはもちろん事故

の影響が予測される自治体に関してはきちんと意

見聞いてくださいねと。私も安全性が第一ですよ

と言い続けているわけなので、そういうのも踏ま



 

－49－ 

  

えて、きちんとその点の確保をしっかりと原子力

委員会等で見ていくということが大前提の議論に

なるのではないかというふうに思います。なので、

結論から言うと、単純な議論でないというのはも

ちろん大物議員も分かっていると思いますが、そ

の点全体としての社会構造、エネルギー政策をど

う捉えていくか、その中で余市町の役割としては

影響が及ぶ自治体なのだから、きちんと我々の意

見、もちろん安全性を第一にということでありま

すけれども、きちんと酌み取って、尊重してねと

言い続けることではないかなというふうに思いま

す。 

〇14番（大物 翔君） それは、確かにそのとお

りだと思います。ただ、国全体のエネルギーも確

かに重要だし、電力需要の高まりそのものは確か

に異論を挟む余地はないのでございますが、ただ

我々とすれば余市町に住まう住民の命と暮らしと

安全をどう確保するかというのが最優先でござい

ます。もちろんエネルギーの問題はあるのだけれ

ども。だから、その視点から考えていったときに、

残念ながら今の原子力というのは技術そのものが

未完のものであると。これ私が言ったのではなく

て、日本学術会議が言っているのですけれども、

17年に実は日本学術会議がこれに関する提言を行

っているのです。少し抜粋してお話ししますと、

再生可能エネルギーについては基幹的なエネルギ

ーにしていくことが重要なのだと言って、その次

の段で原発のリスクについてその危険性が受容可

能かの分析、リスクが顕在化することによる損失

の回避や軽減への不断の努力が必要なのだと。さ

らには、それができないのであれば原発を稼働し

ていくことはできない。さらには、原発というも

のはある範囲の人々に犠牲を強いるシステムなの

だと指摘しているわけです。特定の地域や職務に

集中し、将来に及ぶ原発によるリスクや不利益を

どう考えるか。社会的な倫理問題に向き合う必要

があるというような趣旨のことを報告書で述べて

いるのです。 

 ３番目にも移ってまいりますけれども、先ほど

ではそもそも我々何かあったとき逃げれるのです

かという話を冒頭申し上げたのですけれども、町

長としては規制委員会の判断としては一定の安全

性は確保されているのだと。北海道だとかと日々

連携して、調整したり、訓練したり、検証しなが

ら避難計画についても実効性を向上させていくの

だと。続けていかなければならないのだという話

でございますけれども、では現状確実に我々が逃

げ切れるだけの実効性のある避難計画はできたと

胸を張って言える状況でしょうか。私は、できて

いないと思うのですけれども。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 今引用していただきましたけれども、メリット、

デメリットをきちんと把握すべきというのは趣旨

の一つであり、安全性に関しては不断の努力を続

けていくべきだということを指摘の中でおっしゃ

っていたとおり、常にこの問題はもちろん不断の

努力を続けながら安全性を確保していくととも

に、何か起こったときのリスク管理も常に不断の

努力をしていくべき問題なわけです。なので、一

旦避難計画ができたから胸を張って言えるかとい

う問いに対しては、もちろん常に不断の努力を続

けながらアップデートしていくものなので、常に

進化し続けるわけです。そういう意味で常にアッ

プデートされるわけなので、一つの避難計画をつ

くって終わり、それを神棚に載っけておけばいい

という話ではなくて、常に変更を続けていくもの

なので、どの時点でもって完成したとか言えない

問題なわけです。そういう意味において、日頃よ

り北海道や国と連携しながら常に情報を更新して

いる、そういう意味です。 

〇14番（大物 翔君） 本題に入る前に、ちょっ

と今お話しいただいたので、ついでに伺いたいの

ですが、町長の考える原発のメリットとは何でし
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ょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん今電力の需要が高まっているわけで

す。化石燃料の利用によって地球環境の温暖化や

ＣＯ２の排出も高まっているわけです。先ほどの

ゼロカーボンの観点からいったら、原子力発電所

については、もちろんリスクの面を考慮しないで

言うと、ただ電力のソースという観点だけでいっ

たらＣＯ２の排出量が化石燃料に比べて低いわけ

ですし、また電力をつくり出す費用も低く済むと

いうような経済的、そして社会環境的なメリット

は一方である。メリット、デメリットをきちんと

考慮をしなければいけないわけであって、大きな

デメリットとしては、先ほど学術会議の中でも指

摘されているとおり、特定の地域、人々に負担を

強いる可能性があるだとか、事故が起こったとき

のもちろん大規模な影響力が非常に大きいという

ようなデメリットもあるわけです。そういうメリ

ット、デメリットを現在の経済社会情勢に照らし

合わせながら、どういうエネルギーミックスが一

番必要なのかというのをきちんと重層的な議論を

していかなければならないわけであります。今メ

ガソーラーの話とか問題になっていますが、再生

可能エネルギーだけではもちろん賄えない点もあ

るし、再生可能エネルギー自体も自然を破壊する

というリスクもあるわけです。そういう中でどの

電力ソースをどう活用していくのか、重層的な議

論が必要というのはそういうことだと思います

が、私別にメリットだけを誇張して稼働すべきと

一言も今言っていないですから。メリット、デメ

リットを比較しているだけであって、そういう意

味でもし再稼働するのであれば、きちんと安全性

第一ですよと。きちんとしないとそれは承認でき

ないよということはもちろん言い続けているわけ

なので、その点は重要な一つのファクターではな

いかというふうに思っていますし、ご指摘の学術

会議の方からも指摘されているところだというふ

うに思います。 

〇14番（大物 翔君） 全く何も問題が起きなく

て、ただ動いているだけの状態であれば、町長も

分かった上でおっしゃっているのは今話聞いてい

て承知しましたけれども、ただ様々な製造物とい

うものは後片づけまでやっぱり考えた上で、それ

こそ複合的に考えなければいけない要素だと思う

のです。電気代高いのだから、あれを動かすこと

によって何とか下げれないかという、これはみん

な本当に生活が大変だから、そういう気持ちにな

るのは分かるのです。ただ、では原発は本当に安

いのかいという話になるわけなのですけれども、

もう既に経済性は失われているのではないかとい

う話さえあるわけなのです。今龍谷大学の先生さ

れている大島堅一さんという方が2019年の年末、

新聞のインタビューに答えているのですけれど

も、原発の安全性と経済性というのはトレードオ

フの関係だと。二律背反の関係なのだと。これま

では、安全対策を軽視して経済性を重視してきた

と。福島原発事故後は、それは成り立たないとい

うことで安全性を重視しなければならなくなった

のだが、そうすれば経済性が失われてしまうと。

いわゆる追加の安全対策費ということで関連費用

どんどん膨らんでいっていますけれども、この当

時はバックフィットという制度を規制委員会が求

めたという頃の話なのですけれども、ゼロから新

しく造る建物につけるパターンと今既にある建物

に附帯してつけていくというのではちょっと成果

が変わるだろうと。舘野淳さんかな、昔中央大学

の教授されていたという方がそれについても指摘

をしていて、普通の技術は失敗に基づいて進んで

いきますが、原発の場合失敗に基づいて技術を修

正することがされてこなかったと。今後も困難で

しょうと。先ほどの学術会議の話につながってい

くのですけれども、結局絶えず最新の安全対策を

適用することが重要であって、それらの額が事前
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に予測可能なものとはならない。これ学術会議が

言っているのですけれども、ゆえに原発は未完の

技術であると。現実私たち北海道に住んでいます

けれども、６月に北海道議会で原子力の対策等に

関する一般質問が行われているのです。共産党の

真下紀子道議がやっているのですけれども、

2024年、去年の終わった時点での、2024年度だか

ら、３月までです。2012年から24年度までに既に

電力会社は安全対策費に3,199億円を投じている

と。これはいわゆる対策費というやつです。それ

とは別に動いていない原発を維持するために経費

がかかっているわけです。こちらの金額が8,368億

円で、この２つの数字合わせるだけで１兆1,500億

円に達していると。これ道議会での答弁なのです

けれども、その上でさらに最近の規制委員会の審

査が通ったときに出てきた費用が6,270億円、これ

から投じる予定のお金も含めてと。さらに、港も

新しく造ると言っている。この間の電力会社の説

明会の際にも、満度まで原発を動かして、果たし

て元は取れるのですかという質問した方がいるの

です。取れるというふうに彼らは答えるのです。

ただし、彼らの頭にあるのは、どうも話を聞いて

いると３台全部稼働させ、耐用年数目いっぱいま

で動かしたら元が取れるというふうに受け取れる

ような言いぶりだったのです。そこまでしないと

安全性も確保できないし、経済的な合理性も出せ

ないとすれば、これ方向転換する必要があるでし

ょうと。ましてそれによって影響を受けるのは事

業者のみならず、近隣10キロ圏内の人たちのみな

らず、私たちも影響を受けるわけだと。 

 それで、３番目の話になるのですけれども、不

断の努力によって防災避難計画をバージョンアッ

プ、アップデートしていかなければならないのだ

と。私がさっき今の時点である程度のめどついた

と言えるのかと聞いたら、常に向上させていく必

要があるのだとおっしゃっています。そこで、聞

くのですけれども、これは余市町が悪いわけでは

ないのです。北海道に大いに問題があると思って

いるのですけれども、我々が持っている地域防災

計画、これの基になっているのは北海道が定めて

いる防災計画なのです。こちらと余市町が今出し

ている地域防災の原子力対策編、この間一部修正

になりましたけれども、これを見ましても実効性

が実は私は確保できないと思っているのです。な

ぜかというと、まずこれの第７章の26ページを開

くと、どうやって避難していくのかというフロー

チャートが書かれているのです。基本的な避難経

路という形で図にして示しているのですけれど

も、高速道路、国道５号、フルーツ街道、赤井川

通、これらを使ってまず逃げていくのだと。そし

て、これでは小樽市を経由してつどーむへという

ふうになっているのです。問題は、どの経路をど

の手段を使って何人を移動させることで何時間以

内に全町避難は完了できるというシミュレーショ

ンがされていないのです。道にもこれはないはず

なのです。バス事業者と協定を結んで、バスが来

るように確保はしているとは言われてはいるもの

の、ではそのバスは実際要請可能台数は何台かと

いうことで、この間の説明会の際に電力会社の方

が答えていたのが後志で４社あるのですと。

1,027台ですと。後志周辺です。石狩、胆振、渡島、

檜山など含めたらさらに53社あって、2,181台要請

可能であるとしているのですけれども、果たして

救出の手が来るまで私たちは何日間ここにとどま

らなければならないのでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 避難計画に関しては、先ほど来申し上げている

とおり、道や国と連携しながらきちんと計画を立

てているわけであって、きちんとその計画をつく

っているわけです。具体的なオペレーションで何

日間とどまらなければいけないのかというような

問いですけれども、それに関してはきちんと計画

に基づいて避難するわけなので、誰の視点で言っ
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ているかは定かではないので、この場で誰が何日

間とどまらなければいけないというのは明言する

ことは困難ですけれども、いずれにせよ避難計画

に関しては常にアップデートしながらつくるとい

うことであります。 

〇14番（大物 翔君） あまり他団体のことを批

判するのは恐縮なのですけれども、どうにも私北

海道の防災計画とか見ていてもつくるだけで満足

してしまっている節が、これ私の感想ですけれど

も、だから紙の上で一生懸命つくってはいるのだ

けれども、いろいろ訓練も検証もされているので

しょうけれども、少なくとも今時点ではそれが確

固たる実効性を持って動かせるものではないだろ

うと。まして道がないのです、ちゃんと逃げれる

道が。何本かはあるけれども。小樽を除いて30キ

ロ圏内だけで数えても万単位で人が住んでいるわ

けなのです。いろいろなルートから避難すること

になっていますけれども、少なくとも余市町だけ

でも１万7,000人近く人が住んでいるのです。北後

志だけでももっといるわけです。それらが一斉に

逃げねばならぬ、そうなれば恐らく全ての道路は

交通障害を起こして、にっちもさっちもいかなく

なるだろうと。30キロ圏のみならず、隣町も含め

て逃げようという人が仮に出てきたとしましょ

う。そうなれば、町を出ることは運よくできても

そこから先に進めない。延々続く渋滞の中で我々

は危険な目に遭わされるおそれがあるわけなので

す。小耳に挟んだ話では、余市町としてもその辺

をちゃんと手当てしてくれというふうにどこかの

会議体で言っているような話も聞くには聞くので

すけれども、そういったインフラ含めた経路の整

備というものは余市町としては道に求めたりはし

ているのでしょうか。求めているとすれば具体的

にどういったものを求めているのか、答えられる

のでしたら教えてほしいです。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん道路の整備、避難に必要不可欠なので、

その点の要望は常に行っていますし、道路に関し

ては様々な場面で原発からの避難を引き合いに出

して、きちんとインフラ的に支障のないように整

備をしていってくれというふうな要望は常に行っ

ています。 

〇14番（大物 翔君） 私の住んでいる家の近所

に中通り２号線あるのですけれども、おかげさま

で道道ということに、今少しずつ拡幅に向けて整

備進んでいるところなのですけれども、電力会社

がめどとして動かしたいと言っている時期という

のはあと僅か２年後なのです。私の近所に住んで

いる道路もだんだんと整備は進んでいっているの

だけれども、これだって１年、２年では終わらな

いのです、そこまで膨大な距離があるわけでもな

い元町道でさえ。となれば、国道や道道、都市間

をつないでいる道路をでは整備しましょうとなっ

たところで、２年間でとても終わるはずがないの

です。調査するだけでもっと時間かかるはずです。

となれば、電力会社が希望している年限と現実に

それに応えられるかどうかという時間軸には著し

い乖離があるのです。それなのに、事業者は事業

者として自分たちの考えでやっているから、自分

たちの時間軸を設定するわけです。ところが、私

たち住んでいる者と自治体からすれば、その年限

でやってしまってはとてもではないけれども、安

全性なんて確保できないよと。万が一の備えも十

分ではないのだよと。そういう隘路に入ってしま

っているのです。そうであれば、私はやっぱりで

はどこまでいったらそれができるのだという話に

なるのです。事故後の私の経験からすると、それ

は少なくとも私たちが生きている時代には無理だ

よと。だから、私は原発と人類は共存できないっ

てよく言うのです。これは、私が所属している政

党がそう言っているからではないのです。私自身

が経験してきた体験からきている言葉でもあるの

です、私が言うときは。私たちの技術では後片づ
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けまで含めて、今の時点では解決できないのです。

そうであるならば動かすなと。少なくとも準備さ

え我々はできていないのだと。申し訳ないけれど

も、エネルギーの安定を通じて国策に貢献したい

と言っていました。それはそちらで考えていただ

くことであって、我々の生活の安全とは別問題で

ございますと。よしんばそうやって自分たちの意

向で進むのであれば、我々は公然とやめてくれと

言わなければいけないわけではないですか。なぜ

私たちがふるさとを失いかねない危険を冒してま

で、そうなってしまうのです。だからこそ私はは

っきり言っていただきたいのです、あれは動かし

てはいけないと。どうですか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 14番、大物議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 体験に基づくお話というのは分かりましたし、

そういう思いがあるというのも分かります。一方

で、議論を混同させている面も散見されますが、

要は安全性というのはいろいろな側面の安全性が

あって、私が言っている安全性というのはもちろ

ん原子力発電所が安全に稼働するのが前提という

わけであります。タイムライン的にもちろん道路

整備とか時間がかかるのはかかるけれども、避難

計画のことも言って、避難をするためのインフラ

も常に整えてくださいねと言っているわけです。

住民避難の安全や住民の安全の確保という観点と

原子力発電所の安全性というのは、事故が起こら

ないように安全にやってくださいねというのはま

た別の話なので、そこを混同したら議論がまた交

錯してしまうのですが、動かすか動かさないかと

いう単純な話ではないと私は言いましたけれど

も、全体の中での、もちろん余市町自体もエネル

ギー使うわけです。様々な業種で泊原発が稼働時

と現在での比較では1.六、七倍電力が上がってい

るわけです。影響を受ける事業者もいると。みん

なが止めておいてほしいと思っているわけでもな

いという、多様な意見がこの世の中には存在する

わけです。そういうのも踏まえて、仮に国のほう

で動かすようなことなのであれば、周辺自治体と

してきちんと安全であることを確認しながらやる

と、それが大前提だということは言っているわけ

です。なので、まとめますと、余市町の中にも大

物議員のような意見の人もいるし、もちろん商売

をやっている方とかは本当に電力が上がり過ぎ

て、1.7倍とかになっているわけだから、困るので、

動かしてほしいと。多様な意見あるわけです。そ

の中でどうバランスを取りながら議論を進めてい

くかと、そういう議論になってくるのではないの

かなというふうに思います。 

〇議長（藤野博三君） 大物議員の発言が終わり

ました。 

 発言順位３番、議席番号５番、内海議員の発言

を許します。 

〇５番（内海冨美子君） 令和７年余市町議会第

３回定例会におきまして、さきに通告いたしまし

た一般質問をいたします。 

 件名、余市町自治体デジタル・トランスフォー

メーション推進について。余市町自治体ＤＸに関

する全体方針が令和４年度から令和７年度で計画

されました。国は、各自治体ＤＸ推進手順書参考

事例集を令和７年６月にバージョンアップし、各

自治体が参考にしやすいように体制整備、人材確

保、育成、内部ＤＸ、共同調達の５つの観点で整

理した上で、最新の取組を充実化させています。

全ての地域がデジタル化によるメリットを享受で

きる地域社会のデジタル化を集中的に推進すると

あり、これらの国の動向を踏まえ、町として取組

を推進する必要があると考え、以下伺います。 

 ①、自治体情報システムの標準化、共通化につ

いて、標準準拠システムとガバメントクラウドは

導入できたか。 

 ②、行政手続のオンライン化の進捗と利用状況

について、本町のマイナンバーカードとマイナ保

険証の令和５年度から今年度の取得件数、取得率
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の推移について。 

 ③、文書の電子化や電子決裁の導入など業務効

率化の取組の進捗状況について。 

 ④、余市町公式ラインを使ったオンライン申請

の利用者は増加しているのか。 

 以上、お伺いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁します。 

 １点目の自治体情報システムの標準化、共通化

並びに標準準拠システムとガバメントクラウドの

導入についてですが、自治体情報システムの標準

化については対象20業務のうち本町該当の18業務

全てが令和７年度末までに標準準拠システム移行

予定です。ガバメントクラウドについては、戸籍、

戸籍の付票を除く16業務が標準化と同時にガバメ

ントクラウドに移行します。戸籍、戸籍の付票に

ついては、ガバメントクラウド仕様に準拠したベ

ンダークラウドを利用します。 

 ２点目の行政手続のオンライン化の進捗と利用

状況についてですが、マイナンバーカードの取得

件数及び取得率は令和５年度末で人口１万

7,073人中、保有枚数１万1,808枚、保有枚数率は

69.2％、令和６年度末で人口１万6,829人中、保有

枚数１万2,379枚、保有枚数率は73.6％、令和７年

６月末で人口１万 6,859人中、保有枚数１万

2,436枚、保有枚数率は73.8％、令和５年度末から

令和７年６月末までの登録状況は628枚、4.6ポイ

ントの増となっています。また、マイナ保険証の

登録状況については、各医療保険者で把握してい

るところですが、本町の国民健康保険の場合であ

れば令和５年度末加入者数3,798人中、登録件数

2,144件、登録率は56.5％、令和６年度末で加入者

数3,592人、登録件数2,275件、登録率は63.3％、

令和７年６月末で加入者数3,571人、登録件数

2,294件、登録率64.2％となっており、令和５年度

末から令和７年６月末までの登録状況は150件、

7.7ポイントの増と国民健康保険中央会より情報

提供を受けています。 

 ３点目の文書の電子化や電子決裁の導入など業

務効率化の取組についてですが、本町では令和５

年度より業務効率化のための電子決裁システムを

導入しており、電子決裁の利用が進むことで文書

の電子化も促進されることから、今後も利用件数

の向上に努めます。また、令和６年度より勤怠管

理についてはマイクロソフトのチームスにより実

施しており、業務の効率化に努めています。 

 ４点目の余市町公式ラインを使ったオンライン

申請の利用者についてですが、令和５年10月のサ

ービス開始以降順次対象手続を拡充し、健診予約

の手続やアンケート調査などの申請内容によって

は一定の利用が見られますが、全体的な利用率は

低い状況です。 

〇５番（内海冨美子君） ありがとうございまし

た。自治体情報システム標準化、共通化ですけれ

ども、全体方針が、令和２年度から計画が進めら

れていて、令和４年から今年度までの間にスケジ

ュールが立てられていた中で、余市町もそれに向

かって進めてこられていると思いますが、これと

一緒にちょっとあれなのですけれども、自治体Ｄ

Ｘの推進手順書参考事例集なども総務省などから

出されていて、後押しというか、そういう状況も

強くされているのだと思うのですけれども、この

手順書等を進めるに当たっては、令和７年度もデ

ジタル活用推進事業債などが創設されていて、余

市町ではただいま基幹事例の18項目までが進んで

いるということでご報告いただきました。あと、

地方公共団体のネットワーク構成が国の方針によ

って３層分離といったことでマイナンバー利用事

務系、ＬＧＷＡＮ接続系、インターネット接続系

に分けて、それぞれのセキュリティーレベルに合

った利用することになっているというようなこと

が書かれておりました。これに合わせて今日余市

町の担当者の皆様方は18項目まで進められている

ということですが、この中でも共同調達のシステ
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ムとかにはどのぐらいのものを利用しているのか

お伺いしたいですけれども、お願いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 共通項目には何を使っているかということです

けれども、先ほど申し上げたとおり、20業務のう

ち18業務が共通項目ですけれども、それをやって

はいるのですが、対象外のもの２つは、生活保護

と児童扶養手当だけを除いてはシステム標準化で

やっています。 

〇５番（内海冨美子君） すみません。共同調達

の分はセキュリティーのところで北海道と一緒に

179市町村が取り組んで入って、人口割によってシ

ステムの利用料を納めているようなところもちょ

っと調べたところなのですが、そういったセキュ

リティーの部分で利用しているのかと思って、ち

ょっと質問をいたしました。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ちょっと質問の意図がよく分からなかったので

すけれども、システムの共同調達の話ですか。だ

としたら、道央圏の共同調達で横展開の推進に努

めていっていますし、それ以外の、先ほども申し

上げましたけれども、戸籍の付票システムに関し

ては余市の場合は富士フイルムのベンダークラウ

ドを使っているということでございます。 

〇５番（内海冨美子君） すみません、明確なと

ころで質問できなくて。 

 すみません。ずっと私の本日の質問はつながっ

ていくので、次に行政手続のオンライン化の利用

状況のことについてたくさんのデータいただきま

して、ありがとうございました。自治体の情報シ

ステムのオンライン化にはマイナンバーカードの

登録が何よりも重要だと考えております。それが

大事なことだと思いますので、ここの質問をいた

しました。これによって18の部分はいろいろ標準

化なりがシステムでできているようなのですけれ

ども、この後毎年毎年５、６、７年度は登録、取

得率も上がっておりますが、あと残りの二十数％、

三十数％をどのように進めていかれるのか、お考

えがありましたらお知らせください。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 要はマイナンバーカードの所有率を高めるため

の施策ということですよね。だとしたら、普及促

進することによってデジタル的なメリットが享受

されるということを、利便性が向上するというこ

とが一番のメリットですので、そういう点をきち

んと伝えていくことが重要なのではないかという

ふうに思っていますので、その点マイナンバーカ

ードを持つことによって簡便な行政手続になるこ

とが一番メリットがあるので、そういうふうなこ

とを発信していくことが取得率の向上につながる

のではないかなというふうには思います。 

〇５番（内海冨美子君） ここのところで自治体

フロントヤードの改革推進についてもちょっと一

言申し上げたかったのですけれども、本当に住民

の利便性と、それから職員の業務の効率化を図っ

ていくことと持続可能な行政サービス等々のこと

が進められてくると思いますので、その前にこん

な取組でオンラインの申請ですとか、予約システ

ムの導入とか、マイナンバーカードの利用促進も

そうですけれども、ワンストップ窓口とか等々、

書かない窓口やキャッシュレス化とか様々ありま

すので、これが余市町ではリモート窓口やオンラ

イン相談の実施ですとか、そういうものがどこま

で今進んでいるのかお伺いできますか。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 リモートでできる手続ですけれども、マイナン

バーカードを利用した申請とかについては、余市

町のラインありますけれども、それで住民票の写

しですとか、印鑑証明書の写しですとか、納税証

明書の交付ですとか、固定資産評価証明書ですと
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か、公課証の証明などができるわけです。 

〇５番（内海冨美子君） すみません。次にまた

関わってきますけれども、３番目に質問いたしま

した文書の電子化や電子決裁の導入などについて

ですけれども、余市町ではシヤチハタクラウドを

利用して庁内の決裁デジタル化を進めてこられて

いるというのを拝見しました。それで、このシヤ

チハタクラウドを選ぶに当たって使いやすさもそ

うですし、コストの面でも格安ではない。ほかの

何社か比べたにしても安かったことなのだと思う

のですけれども、これやっぱり使いやすさという

か、広めやすさというのが、簡単な言い方ですけ

れども、それが役場庁舎の様々な部署に浸透させ

ることができたというところがあるのかというこ

とで、これを選択して、今どの程度のところまで

これでどんどん進めていくのかと、セキュリティ

ーというか、メンテナンスについては年１とか、

そういうような感じで進められているのか確認し

たいのですが。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 シヤチハタクラウドを使っていますけれども、

利便性が高いから使っているというわけでは別

に、私もシヤチハタクラウドで決裁していますけ

れども、必ずしも別にそうではなくて、早いのは

別にショートメッセージとかで送るのが一番早い

のですけれども、文書管理規則だとか文書の保存

だとか、行政の一応文書管理規則があるのですけ

れども、それに準拠する形での、セキュリティー

も担保した上でのシステムということでシヤチハ

タクラウドを電子決裁導入当初から使っていまし

て、セキュリティーの面では定期的にもちろんメ

ンテナンスを行っているというような状況です。 

〇５番（内海冨美子君） 分かりました。ありが

とうございました。 

 それで、４番目の余市町の公式ラインを使った

オンライン申請の利用についてのところだったの

ですけれども、これをなぜ質問したかと申します

と、高齢者の方々にも、私も結構これは利用させ

ていただいております。そして、高齢者の方がや

っぱりスマホを使ってこういうのを利用して健康

診断を申し込むですとか、行事に参加するとか、

アンケートに協力するとか、何かなかなかできて

いないところがあるので、簡単に何が一番使いや

すいのか、ＱＲコードを使ってとかマイクでこう

いうことが知りたいのだとかという、そういうと

ころをもっともっと高齢者の方やら使っていない

方々に周知、広報のところにもついていますけれ

ども、もっと簡単に一番大事なところを利用でき

るような働きかけができないものかなと考えてお

りまして、ここのところにも注視しました。そし

て、このたびは夏の暑さで熱中症警戒アラートも

２度ほどラインのほうから知らせがありましたの

で利用しましたし、８月27日には、ちょっとあれ

忘れましたけれども、避難訓練のような形で、大

川町か何かが津波のあれでマンションとかの屋上

に避難する訓練もしたということで、そういうの

も入ってきますが、なかなか浸透していないので、

そこのところを何とか一番簡単な方法で利用でき

るように町民に働きかけのようなことを考えてい

ただけないか伺いたいと思います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ラインの手続がまだまだ伸びていないというこ

とで、できるだけ分かりやすくというような発言

の趣旨かと思いますが、もちろん住民説明会の申

込みとか、そういうのは多いですけれども、それ

以外だったら健診予約が一番多いのかな。次は粗

大ごみの収集とか20％近くの人が使っているわけ

ですけれども、あとに関してはラインというより

直接窓口に来る人のほうがまだ多いというような

状況です。需要の状況見ながらより使いやすい方

向に改善できるのであれば改善していきたいとい

うふうに思います。 
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〇５番（内海冨美子君） 最後に、令和７年度の

本日までというか、中であとどの程度のことを進

めていかれる予定か。財政課のお知らせを見たと

ころ電子契約システムを利用しているようなとこ

ろのご案内もありましたので、日々いろいろなこ

とで利用されてきていると思いますので、今この

後最も大事に、大切な、今急ぐというか、ＤＸの

中のもので進めていかなければと考えているもの

は何かを質問と、先ほどは結局デジタルディバイ

ド対策ということも、もっともっとこういう機器

を使えない方が減って、せっかくの余市町の、な

かなかラインの申請とかいろいろな政策のことと

かもすぐ出てきて、とても利用しやすいので、そ

のことをもっともっと知っていただきたいという

ところもありますので、最後に今この先もっとも

っとどんどん、どんどん進化していかなくてはい

けないことがまた国からも来ると思いますので、

先ほど言いました補助金のことなんかも大いに利

用して、この先のこと、一番今やらなければと思

っているところの施策についてお伺いしたいと思

います。 

〇町長（齊藤啓輔君） ５番、内海議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ＤＸの推進はやはり業務の効率化に尽きると思

うのですけれども、行政機関、文書に関するペー

パーワークが多いのですが、割と人間でなくても

いいというのは結構多く、様々な行政の文書はＡ

Ｉに任せれば全部やってくれるというのが、実際

そういう状況なのです。なので、ＡＩも組み合わ

せながら各書類、それ全部自動的に処理できるよ

うな形にやることによって行政の相当な効率化

が、恐らく私が自分で見ている感覚では90％以上

は多分労力が削減できるのですが、それで空いた

分の人手を別のところに割り当てられます。例え

ばデジタルディバイドの解消のために高齢者を支

援するとか。そのように人間があんまりやらなく

てもいいような仕事はＡＩに任せながら、きちん

と住民サービスを高めていくということがデジタ

ル化に必要なことなのではないのかなというふう

に思います。 

〇５番（内海冨美子君） いろいろありがとうご

ざいました。本当に町民がやっぱりこぞって一緒

にいろいろなものを使って、便利ないいシステム

を利用して、申込みですとか窓口のそういう業務

なんかもだんだん、だんだんリモートとかで、人

口も少なくなってまいりますでしょうし、そこそ

この自治体の規模にもよるのでしょうけれども、

公民館とか郵便局を利用してそういう手続を利用

しているというまちもあるようですので、高齢者

も頑張っていろいろなチャレンジして、手続をし

て、利用して、役場のお仕事がよくよく回るよう

に、そしていろいろなところに反映していただけ

るように希望を持って皆さんにいろいろ周知して

いきたいと私も考えております。ありがとうござ

いました。 

 これで質問を終わります。どうもありがとうご

ざいました。 

〇議長（藤野博三君） 内海議員の発言が終わり

ました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０１分 

                              

再開 午後 ２時１５分 

〇議長（藤野博三君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一般質問を続行いたします。 

 順次発言を許します。 

 発言順位５番、白川議員の発言を許します。 

〇15番（白川栄美子君） 第３回定例会に当たり、

さきに通告しております１件について質問させて

いただきます。 

 件名、５歳児健診導入について。５歳児健診の

必要性は、これまでも議会等で訴えてまいりまし

た。進まない背景として、医師や臨床心理士の確
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保が難しいとのことでした。昨年第４回定例会で

国から健診費用の一部補助を含め、５歳児健診ポ

ータルサイトの活用について提案させていただき

ました。答弁として、５歳児健診を考える上で有

用なサイトと考えている。モデル事業の取組を注

視しながら健診導入に向けて調査研究するとの前

向きな答弁をいただいたと思っております。そこ

で、以下お伺いいたします。 

 ①、昨年から今年の発達障害者数の推移につい

て。 

 ②、３歳児健診で発見できなかった子供で、就

学前に発達障害と分かった子供、またグレーゾー

ンと思われる子供は何人いたのか。 

 ③、過去の答弁で保健師のスキルアップに努め

ると言われておりましたが、どのような取組をさ

れたのか。 

 ④、ポータルサイトの活用についてどのように

検討されたのか。 

 以上、１件についてご答弁のほどよろしくお願

いいたします。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の５歳児

健診導入について答弁します。 

 １点目の昨年から今年の発達障害者数の推移に

ついてですが、発達障害者として市町村別の公式

な統計がなく、正確な人数は把握していませんが、

発達障害に関する相談の現状として、北しりべし

相談支援センターにおける相談実績では令和６年

度末で相談件数が61人、令和７年８月末現在で

72人の相談がありました。 

 ２点目の３歳児健診で発見されなかった子供

で、就学前に発達障害と分かった子供の人数です

が、過去２年の就学児童の中で３歳児健診後就学

前に支援が必要な子供はいませんでした。また、

グレーゾーンと思われる子供については、特定の

診断名や判断基準がないため一律に把握すること

が困難であり、人数の把握はしていません。 

 ３点目の保育士のスキルアップについてです

が、日本小児保健協会等が主催の１歳児、５歳児

健診研修会、母子保健指導者養成研修、妊娠、出

産、子育てサポート力向上研修会など継続的に参

加し、知識及び支援技術の向上に努めています。

さらに、５歳児健診の実施に向けて各自治体への

視察を行い、実践的な運営方法も学んでいます。 

 ４点目のポータルサイトの活用についてです

が、健診マニュアル等を通じて５歳児健診に必要

な基礎的知識を得ることができることから、積極

的に活用しています。 

〇15番（白川栄美子君） 今町長から答弁いただ

きました。これ余市町でどうだったかなというこ

とちょっと知りたかったのですけれども、北後志

全体としては61人、相談件数も72人ということで

答弁いただきました。 

 ２番目のやつもグレーゾーンと思われる人とい

ってもなかなか把握できないのが現状なのかなと

思うのですが、でも現実実際にはやっぱりいると

いうことは確実にいるのですけれども、町として

はあんまりちょっと把握していないのかなという

のは思っております。把握するためにはいろいろ

な部分の関係機関の施設とかにもやっぱり連携取

りながら人数というか、大体の人数の把握という

のはできるのかなと思うのですけれども、そうい

う部分というのはそのほかの施設の連携機関とい

うのはどういうふうになっているのですか。ちゃ

んと連携取れているのだろうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん各機関との連携については町も適切に

連携を取っていまして、国などの調査では人数把

握、推計はしていますけれども、全国的な総計、

推計や都道府県別での集計になってしまって、市

町村別となったらなかなか困難ではあるというの

が現状ですが、いずれにせよ関係機関とは常に連

絡を取れる体制になっていますので、必要に応じ

て連絡は取っています。 
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〇15番（白川栄美子君） 分かりました。一応は

そういうふうにして答弁はするだろうなと思うの

ですけれども、本当にこれは全体的に余市町とし

てどうなのかということをしっかりやっぱり調べ

ていってほしいなと思っております。 

 それから、保健師のスキルアップ、これ健診の

関係でいろいろやっていますよという話を伺いま

した。でも、保健師さんのこれは通常の健診の研

修ですものね、今答弁聞いたら。そうではなくて、

でも５歳児健診も改めて進んでいるまちとちゃん

と連携を取りながらどうやって進めていいかとい

うことを研究していますよという答弁だったのか

なと思いますので、そこは一歩進んでいるのかな

とちょっと思って聞いていました。これ保健師さ

んの数はある程度余市町は確保しておりますけれ

ども、保健師さんが全員こういった健診の研修に

加わっているのですか、それとも乳幼児健診だけ

の人だとか、それから健康診断の健診の人だとか

といういろいろ区割りがあると思うのですけれど

も、そこの部分というのはどういうふうにしてや

られて研修されているのか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 人数もちろんいますので、全体の底上げを図る

べくローテーションで研修は常に行うような体制

は整えているということでございます。 

〇15番（白川栄美子君） 分かりました。いろい

ろな保健師さんがいるから、また介護のほうも必

要になっていく保健師さんもいるだろうしという

ことで、なかなか本当に専門的に関わってくれる

保健師さんというのがやっぱり１人でも２人でも

そこにいて、きちんと学んでほしいとまずありま

すけれども、全体の中でいろいろなローテーショ

ン組みながらやっているというのだから、そこは

そこでスキルアップをしていく上では正直意図し

なければいけないのかなと思っております。 

 ５歳児健診を今運用するためにいろいろなとこ

ろ行って学んでいるということ伺いましたけれど

も、これはシステム的にどういうふうにしていっ

たらいいのかということを学んでいるのか、それ

とも要するに保健師さんはここにはいらっしゃい

ます。それから、小児科の先生もいらっしゃいま

すと。そして、心理士さんいるのかいないのかと

いうのがずっと疑問だったのですけれども、その

部分も今後の中で余市町として心理士さんもちゃ

んと確保した中でやっていくと考えて進めている

のか、それともポータルサイトみたいなのを利用

しながら進めていくと考えているのか、どうなの

でしょうか。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 もちろん５歳児健診を実施している自治体、後

志管内にもあるわけですけれども、そういうとこ

ろを視察をして、各自治体ではどういうふうにや

っているかを基本的に見ているわけですけれど

も、心理面というか、身体、精神発達については

実際３歳児健診のときもやっているので、５歳児

健診でもそれをやるということなので、その点は

もちろんきちんとやるようにしています。問題は、

この場合費用は大した大きい話ではなくて、人材、

診療に従事する医師とかについてはきちんと小児

科医とどうやったら、どういうタイミングででき

るのか協議していますし、あと母子通園センター

との連携も必要なので、そういう技術的な面の調

整を今しているということで、各自治体の状況も

見ながら余市ではどういうふうな体制が可能なの

かということを今検討しているところでありま

す。 

〇15番（白川栄美子君） 今町長の答弁の中で母

子通園センターという言葉が出たのですけれど

も、母子通園センターの中でも今後は５歳児健診

に向けてのそういったことを進めていくというふ

うにして考えていくということで捉えていいの

か、それとも母子通園センターがあるから、それ
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を活用しながらそこに心理士さんも含めて、保健

師さんも含めてという形の中で健診を進めていく

と考えているのか、どうなのでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 母子通園センターは北後志で運営していますけ

れども、北後志の町村から、５歳児健診について

は北後志の母子通園センターの支援員、もちろん

専門家だから、その協力が必要ですよねという話

になっていて、母子通園センターの支援員ともき

ちんと協議をしながら体制を整えるということ

で、ここでやるというよりは支援員の協力を得な

がら５歳児健診の実施に向けた体制を今構築しよ

うとしているということです。 

〇15番（白川栄美子君） ５歳児健診に向けたこ

とをできるようにするために今いろいろなことを

構築していくということだということなのです

ね。分かりました。本当にこれ少しでも一歩でも

早く進めていただきたいなと思うのと、あと今母

子通園センターは専門の方はやっぱりいらっしゃ

らないと思うので、北後志でやられているのだけ

れども、どうしても心理面とかになると多分専門

性のある方いらっしゃらないと思うのですけれど

も、そこどうなのでしょう。あまりにも母子通園

センターに通う方が少ないというのと、あとほか

のそういう障害者の施設の支援に通う子供たちが

多いのですけれども、そこの部分の兼ね合いを考

えたら、何か母子通園センターの役目というのが

今後の中で５歳児健診を進めていく上でいろいろ

なことを模索しながらやっていくのだという考え

だと思っているのですけれども、専門性をそこに

は置いているのですか。保育所にいた先生がそこ

にはいるけれども、専門性を持った先生というの

はそこのセンターには常駐しているのかどうなの

か。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 専門性と言った意味は、母子通園センターの支

援員は慣れているという意味で、扱いの専門家と

いう意味であって、心理面での専門家については

きちんと医師ですとか専門の医療関係者に頼る必

要があるわけです。そういう意味で、３歳児健診

でも実際今精神発達に対しての項目があるので、

その点はきちんと医療分野の専門家が見ることが

できているわけで、５歳児健診の実施についても

専門性を持った人がもちろんきちんと見るという

ような体制を今構築しようとしていると。協会病

院の小児科とも連携し、母子通園センターの支援

員にも手伝ってもらいつつ構築する、そういう意

味です。 

〇15番（白川栄美子君） 分かりました。余市町

では、５歳児健診に向けて事前に親からの問診み

たいなのはいただいているのでしょうか。要はふ

だんの家の中の状況だとか、それから遊びの状況

だとかという事前の問診をいただいているのだろ

うか。そこはどうなのでしょう。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 やるに当たっては、もちろん担当のほうがもら

っているということです。 

〇15番（白川栄美子君） 分かりました。そうい

うのも含めた中でいろいろな調査しながら５歳児

健診に向けて進めているということなので、一歩

ぜひ前進した中で進めていっていただきたいなと

思います。 

 これ白老町なのですけれども、今年からここも

５歳児健診を導入いたしました。そういった中で、

本当に町でも５歳児健診をきちんとやっぱり進め

ているというところがありますので、こういうと

ころもきっと参考にしながら、しっかりまた今後

に向けて進めていっていきたいのと、あと一人も

取り残しのないような、そういう子供たちを支援

していただきたいなと思いますので、今後の一日

も早いというか、５歳児健診が導入できるような
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体制をつくっていただきたいと思いますので、最

後町長の答弁をいただきながら終わります。 

〇町長（齊藤啓輔君） 15番、白川議員の質問に

答弁させていただきたいと思います。 

 ５歳児健診、私も重要性について把握していま

すし、担当のほうでもきちんと重要性は把握して

おります。予算というよりは体制の話ですので、

その点今担当のほうでいろいろと調整している最

中ですので、今年度ということではないと思いま

すけれども、来年度とかにきちんと反映されるよ

うに担当のほうで考えているというふうには思い

ます。 

〇議長（藤野博三君） 白川議員の発言が終わり

ました。 

                       

〇議長（藤野博三君） お諮りいたします。 

 本日の会議は議事の都合により延会したいと思

います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれにて延会することに決しま

した。 

 なお、明12日は会議規則第８条の規定に基づき、

午前10時から議会を再開いたします。 

 本日はこれにて延会いたします。 

延 会 午後 ２時３２分 
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